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小さな声を、聴く力。
政治の安定が希望ある未来をつくります。

参院選で公明党は、「小さな声を、聴く力」を掲
げます。
いま日本に必要なことは、「経済の好循環」を着
実に推進し、景気に力強さを与え、軽減税率の実
施などで景気を下支えしつつ、その実感を「家
計」へ届けることです。

そして、子どもファーストの社会をめざして、教
育の無償化をさらに進めることです。
暮らしの現場にあっては、将来にわたり安心でき
る社会保障制度のもと、認知症施策の推進ととも
に、介護サービスの充実、がん・生活習慣病対策
などの強化も急務です。

希望ある“幸齢社会”に向けて、高齢者や障がい者
が安心して移動できる手段の確保を国家プロジェ
クトとして推進します。
国民の生命と財産を守る防災・減災対策の強化も
着実に実施します。
誰もが輝く社会の実現が政治の責任です。
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私たち公明党には、一人一人の「小さな声」を聴
き、実現するネットワークの力があります。
公明党が存在する安定した政治基盤の下、引き続
き、国民の暮らしを守り、希望ある日本の未来を
築くために、全力を尽くしてまいります。
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参院選重点政策
CONTENTS

①「子育て安心」社会に
⑴幼児教育の無償化の実施
⑵高校生等の教育費負担の軽減
⑶大学等の教育費負担の軽減
⑷待機児童ゼロの推進
⑸児童虐待の根絶へ
⑹子育て支援の充実
⑺子どもの貧困対策の推進
⑻小学生・中学生への支援
⑼ �子どもたち一人一人の可能性を引き出す教育の
推進

⑽子どもたちが安心して学べる環境づくり
⑾安全・安心な学校施設設備の充実
⑿ �若者を伸ばし、Society5.0社会を切り拓く知の
拠点としての大学改革

② 着実な賃上げの実現 
⑴「生活者優先」の視点で着実な賃上げの実現
⑵携帯電話料金の引き下げ

1. 身を切る改革の先頭に
2. 経済を再生し、安心の福祉を
3. 希望ある“幸齢社会”へ
4. 一人の生命を守り抜く
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⑶消費税率引き上げに備えた万全の対応
⑷多様で柔軟な働き方の推進
⑸ �建設業・自動車運送業における取引環境の適正
化、働き方改革の推進等

⑹中小企業の活性化
⑺農林水産業の成長産業化
⑻観光先進国の実現
⑼文化芸術・スポーツによる地域活性化
⑽科学技術、イノベーションの推進
⑾世界最高水準のICT環境の整備
⑿地方創生の推進、過疎地域の振興
⒀ �地域住民の暮らしを守る「スマート自治体」等の
推進

⒁ソーシャルビジネス等、地域雇用の創出
⒂ �ひと・モノの流れを円滑にする交通ネットワー
ク整備による生産性革命

⒃ストック効果を重要視したインフラ整備と老朽
化対策、インフラ海外展開
⒄ �港湾整備の推進、海事生産性革命、戦略的海上保
安体制の構築等

⒅ �フィンテック・キャッシュレス化の推進、金融イ
ンフラの強化

⒆デジタル市場のルール整備
⒇エネルギー戦略
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③ 希望ある“幸齢社会”に
⑴認知症施策の推進
⑵安心で質の高い医療提供体制の構築など
⑶がん対策の強化
⑷ �生活習慣病の合併症予防を含む重症化予防対策
の強化

⑸介護サービスの充実
⑹感染症対策の推進
⑺HTLV-1総合対策の推進
⑻ �難病・小児慢性特定疾病その他の希少疾病対策
の強化

⑼アレルギー疾患対策の推進
⑽生殖補助医療に関する支援の拡充
⑾てんかん医療の向上
⑿再生医療の安全性確保と推進
⒀ワクチンの定期接種の拡大
⒁性差医療の推進
⒂高齢者の移動手段の確保と安全運転支援
⒃ �住みよいまちづくり、安全・安心の地域公共交通
ネットワークの確保

⒄ �バリアフリー（障壁の除去）の推進、ユニバーサ
ル社会（共生社会）の実現

⒅ �若者・子育て世帯・高齢者が安心して暮らせる魅
力ある住まい環境の整備

⒆ �空き家や空き地、所有者不明土地の問題対策の
推進等
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⒇高齢者の就労環境整備
㉑年金のセーフティネット機能の強化など
④ 一人の生命を守り抜く
⑴ �防災・減災対策、国土強靭化の推進、災害対応力
の強化

⑵分かりやすい災害情報・避難情報等の提供
⑶災害医療体制の強化
⑷被災者に寄り添う支援の充実
⑸世界一災害に強い「防災大国」の構築
⑹防災意識社会の構築、地域防災力の向上
⑺東日本大震災からの復興、新しい東北の創生
⑻活力あふれ、世界が瞠目する福島の再生
⑼熊本地震からの復興・再建
⑽ �昨年（2018年）、頻発した自然災害からの復旧・
復興の加速

⑤ 誰もが輝く社会の実現  
⑴就職氷河期世代支援
⑵地域共生社会の実現
⑶障がい者施策の充実
⑷女性が活躍できる社会へ
⑸若者世代への支援の拡充
⑹働く人のメンタルヘルス支援など
⑺ �誰もが安全に暮らせるデジタルファースト社会
の構築

⑻消費者教育と消費者被害対策
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⑼自殺防止対策の推進
⑽ギャンブル依存症対策の推進
⑾犯罪防止対策と人権の擁護
⑿ �外国人が安心して暮らせる多文化共生社会の構
築

⒀性的マイノリティーへの支援
⒁司法制度改革
⑥ 安定した平和と繁栄の対外関係
⑴北朝鮮問題への対応
⑵「�人間の安全保障」の理念の下での持続可能な開
発目標（SDGs）の達成に向けた協力等

⑶「核兵器のない世界」へ向けての取り組み
⑷日米同盟の強化
⑸中国、韓国、ロシア等の近隣諸国との関係強化
⑹ LAWS開発規制に関する国際的議論への貢献
⑺貿易・投資に関する協定などの推進
⑻テロ対策、サイバーセキュリティの確保など
⑦ 気候変動対策を促進し、地球環境を守る
⑴ �新たな成長につながる気候変動対策を強力に推
進

⑵資源循環の戦略的展開
⑶海洋プラスチックごみ対策の推進
⑷食品ロス削減国民運動のさらなる推進
⑸魅力ある自然の保全と活用、生物多様性の確保
⑹ �動物愛護の推進、「愛玩動物看護師」制度の円滑
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な実施
⑺安全な環境基盤の整備
⑧ 政治改革と行財政改革
⑴国会議員歳費を10％削減！
⑵政治資金規正法の監督責任の強化
⑶ �政府の業務における不正・ミスゼロ政策および
マネジメント改革

⑷公会計改革と財政の見える化
⑸ �地方公共団体のデジタル化と地方のICTインフ
ラ整備の促進

⑹ �公的データプラットフォームによるリアルデー
タの活用

⑺ �情報システム予算・調達の一元化による行政コ
ストの削減

⑻行政サービスの向上と効率化
⑼行政のデジタル化に当たっての安全対策の強化
⑨ 日本国憲法について 
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1身を切る改革の
先頭に

２０１９重点政策

10月からの消費税率10％への引き上げで、国民に
負担をお願いする今こそ、国会議員自らが、痛みを
伴う「身を切る改革」を断行し、その覚悟を示すべ
きです。
公明党は国会議員歳費を10％削減します。

国会議員歳費を10％削減！
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子育て支援から高齢者福祉まで
全世代型社会保障へ転換
人生100年の時代にあって、日本が誇る社会保障の
在り方も大きく変わらなければなりません。
子育て世代から現役世代、そして高齢者福祉まで、
広く安心を得られる全世代型社会保障への転換を
進めなければなりません。

2経済を再生し、
安心の福祉を

２０１９重点政策
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●「�子育て安心」社会に向け、“３つの教育無
償化”を実現へ

● �最低賃金の引き上げ。中小企業が賃上げ
できる環境づくりで、地域経済を元気に

● �１時間単位で年次有給休暇を取得できる
制度の導入を促進

● �高齢者の就労を進める在職老齢年金制度
の見直し、被用者年金のさらなる適用拡
大

● �所得の少ない高齢者の年金に月額最大
5,000円を上乗せし、介護保険料を軽減

● �消費税率引き上げに備え、軽減税率、プレ
ミアム商品券、キャッシュレスポイント
還元など実施へ
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3希望ある“幸齢社会”へ２０１９重点政策

新たなモビリティ(移動)サービス社会に
人口減少・少子高齢化がわが国の大きな課題になっ
ています。高齢者や障がい者が安全で安心して移
動できる環境づくりは待ったなしです。
公明党は、高齢者などが安心して移動できる生活の
足を国家プロジェクトとして確保し、より安心で、
より豊かな暮らしを実現します。
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● �高齢者などの移動手段の確保と安全運転
支援のため、新たなモビリティ(移動)サ
ービスの導入で、より豊かな社会を実現

● �住み続けられるまちづくりへバリアフリ
ーの推進、地域公共交通の確保

● �認知症の人の心身の特性に応じたリハビ
リや予防・介護方法の研究を進めるととも
に、根本治療薬などの研究開発費を大幅
に拡充しつつ、「共生社会」の実現を
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防災・減災・復興を社会の主流に
「一人の生命を守り抜く」ため、公明党は、「防災・減
災・復興」を政治の主流に位置付け、防災意識を高
める教育に全力を挙げ、「社会の主流」に押し上げ
ていきます。あらゆる知恵を総動員し、世界一災害
に強い「防災大国」を構築します。

4一人の生命を守り抜く２０１９重点政策
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● �地域の「災害対応力」の強化
● �マイ・タイムライン（防災行動計画）の普及
など防災意識社会の構築を

●大規模災害からの復旧・復興
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公明党は、「子どもの幸せ」や「子育て
の安心」が確保される「子育て安心社
会」の実現をめざし、今では当たり前
の「教科書の無償配布」や「児童手
当」など、これまでも粘り強く政策を
実現してきました。
少子高齢化・人口減少に直面する中、
子育てを社会の中心軸に位置づけ、
それを支える社会への転換が、今こ
そ求められています。「経済的な事情
に関わらず、希望する教育を受けら
れる」「安心して保育所等に子どもを
預けられる」「子育てに一人で悩まな
くていい」「もう二度と、虐待で尊い
命が失われない」──。
公明党は、こうした社会の実現に向
け、教育の無償化、待機児童ゼロ、児
童虐待の根絶などに、さらに取り組
んでいきます。

①「
子
育
て
安
心
」社
会
に

教
育
の
無
償
化
、待
機
児
童
ゼ
ロ
、児
童
虐
待
根
絶
へ
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⑴ 幼児教育の無償化の実施
●幼児期における教育の重要性に鑑み、待機児童解消へ
の取り組みの加速化と合わせて、2019年10月からの幼
児教育・保育の無償化（すべての3～5歳児、住民税非課
税世帯の0～2歳児が対象）を着実に実施します。また、0
～2歳児を含む就学前のすべての幼児を対象とするよう、
拡大をめざします。

●無償化の実施に合わせて重要となる幼児教育の質向
上、幼稚園教諭・保育士等の処遇改善をはじめとする人
材確保の取り組みを進めます。幼稚園教諭・保育士・保育
教諭等、幼児教育・保育に携わる方が結婚、出産後も仕事
を継続していけるよう、代替者の確保等への支援を進め
ながら、出産・育児休業を取得しやすい環境整備を図り
ます。

⑵ 高校生等の教育費負担の軽減
●高校生等の教育の機会均等を図るため、2020年度か
ら年収590万円未満世帯を対象に就学支援金を拡充し、
私立高校授業料の実質無償化を実現します。また、授業
料以外に使える高校生等奨学給付金を拡充します。

⑶ 大学等の教育費負担の軽減
●学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学を断念する
ことがないよう、2020年4月からの授業料等減免および
給付型奨学金の拡充により、大学等の教育費負担軽減を



19

推進します。また、多子世帯や中間所得世帯の教育費の
負担に配慮した取り組みを進め、希望すれば誰もが大学
等へ進学できる社会の構築をめざします。

●奨学金返還の負担を軽減するため、所得連動返還型奨
学金を既卒者に適用することや企業・自治体による返還
支援を促進するなど、柔軟な奨学金返還を支援します。

⑷ 待機児童ゼロの推進
●待機児童を解消するため、「子育て安心プラン」を前倒
して実行し、小規模保育や企業主導型保育など多様な保
育の受け皿を拡大します。また、保育士が働きやすい環
境を整備し、保育人材の確保を進めます。

●共働き家庭等の「小１の壁」（保育園や幼稚園を卒園し
た子どもの放課後の預け先がなくなり、親がフルタイム
で働けなくなる状態）を打破するため、すべての子ども
が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行
うことができるよう、「新・放課後子ども総合プラン」を
着実に実施します。

⑸ 児童虐待の根絶へ
●さまざまな理由により親元で暮らせない子どもたち
に、原則として、里親や特別養子縁組等家庭養護を優先
するとともに、児童養護施設等における専門的なケアや
退所後の自立支援・アフターケアの充実を図ります。
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●児童虐待を根絶するため、体罰を禁止し、民法上の親
が子を戒めることを認める「懲戒権」の在り方を見直す
とともに、DV対策との連携強化、児童相談所の体制強化
と市区町村における在宅支援、学校における虐待対応体
制の構築を推進します。

⑹子育て支援の充実
●家族の負担を軽くするレスパイトケア（一時的に介護
や育児から解放されリフレッシュするための支援サー
ビス）のための拠点整備や、訪問看護の活用などを通し
て、医療的ケアが必要な子どもへの支援を拡充します。

●妊娠から子育てまで切れ目ない支援を行う｢子育て世
代包括支援センター」や「子ども家庭総合支援拠点」の全
国への設置を加速するとともに、産前産後ケア、多胎児
育成支援、ペアレント・トレーニング等保護者支援を推
進し、安心して子育てできる環境を整備します。

●出産育児一時金を現行42万円から50万円へと引き上
げをめざします。

⑺子どもの貧困対策の推進
●すべての子どもが夢と希望を持って頑張ることので
きる社会を実現するため、子どもの貧困対策を総合的に
推進するとともに、地域の実情に即した効果的な施策が
行われるよう地域ネットワークの形成の充実に取り組
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みます。

●ひとり親家庭の自立を支援するため、親の就労支援や
生活支援および税制上の支援などを拡充します。

⑻小学生・中学生への支援
●家庭の経済状況が厳しい小学生・中学生への支援を強
化するため、就学援助の対象に学習支援費などの新たな
項目を追加します。

●公立小中学校等において主食、おかず、ミルクのそろ
った完全給食の実施をめざすとともに、学校給食の在り
方について検討を行います。また、すべての子どもが健
全な心身を育んでいけるよう、学校給食を含め学校での
食育の充実を図ります。

⑼子どもたち一人一人の可能性を引き出す教育の推進
●教育の質を高めるため、小学校高学年の教科担任制の
導入等に向けて、教員免許や教職員配置、教育課程の抜
本的な見直しを行うとともに、専科指導教員の増員等に
よる教職員定数の抜本的な拡充を行います。

●教員が授業に専念できるよう、スクール・サポート・ス
タッフや部活動指導員等の学校運営に必要で多様な専
門スタッフや外部人材の配置を進め、「チームとしての
学校」の実現を推進します。
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●教員の働き方改革を進めるため、タイムカードの導入
等による適正な勤務時間の把握や、統合型校務支援シス
テムなどICT（情報通信技術）環境の整備、業務改善アド
バイザーや優良事例を活用した学校業務の改善、学校給
食費をはじめとする学校納入金の公会計化を促進しま
す。また、時間外勤務手当を支給しない代わりに教職調
整額を支給するとしている教員の給与等に関する特別
措置法（給特法）の在り方について検討します。

●教員が子どもたちと直接向かい合う重要性を踏まえ
つつ、一人一台の端末、超高速ネットワーク環境など飛
躍的なICT環境の整備を図ります。さらに、一人一人の
能力や適性に応じて個別最適化された学びが実現する
よう研究を進め、すべての子どもがその成果を享受でき



23

る環境づくりを推進します。また、学びの幅を広げる遠
隔教育の活用を促進します。

●情報化の急激な進展の中で、学び直しの基盤となる読
解力（リーディングスキル）の育成について義務教育段
階での取り組みを強化します。

●高等学校段階におけるきめ細かな支援を実現するた
め、障がいのある子どもの就労支援、就職活動における
「1人1社制」に係るよりよいルールの構築、両親のいず
れかが外国籍等の外国につながる子どもの受け入れ体
制の充実、学科の在り方の見直し等に取り組みます。

●障がいのある子どもが必要な教育を受けられるよう、
学びの質の向上、医療的ケアの必要な子どもの学びの機
会確保、特別支援教育の教職員、専門家や支援員の配置
促進、デイジー教科書などのデジタル教材等を支給する
仕組みの制度化、高等学校における通級による指導の体
制整備等を行います。

●障がいがあっても読みたい本を読めるよう、視覚障が
い者等が利用しやすい書籍等の充実などによる環境の
整備を図ります。

●障がいのある方の大学等への進学を進めるため、PC
を活用した入試の推進並びに学習環境の改善、校内のバ
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リアフリー化を進めます。

●すべての子どもたちが、未来社会を切り開く力を身に
付けるため、地域のさまざまな資源の活用を通じて、自
然体験や文化芸術体験などの体験活動を推進します。

●不登校の子どもたちの多様な学びを支援するフリー
スクールに対する公的支援を行うとともに、フリースク
ール等との連携体制の構築、教育支援センターや不登校
特例校等の活用を促進します。また、ICTを活用して不
登校の児童生徒の自宅での学習成果を学校での成績と
して認めることができるよう、制度の在り方を検討しま
す。

●義務教育を十分に受けられていない方の教育の機会
を確保するため、夜間中学の設置促進や教育活動の充実
を図ります。

●高校生の中途退学を未然に防ぐため、スクールソーシ
ャルワーカー等の配置促進、福祉との連携強化を図ると
ともに、中退後も再就学・高等教育機関への進学や就労
に向けた支援を行えるよう、在学中からの切れ目ない支
援の取り組みを推進します。

●外国人が置かれている状況、能力に応じて日本語教育
を受ける機会が確保されるよう日本語教育の機会を拡
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充します。その基盤として日本語教育の水準の維持向上
に取り組みます。

●日本語能力が十分でない外国につながる子どもへの
教育について、多言語翻訳システム等のICTの活用も促
進しつつ、学校における日本語指導や母語による支援、
進学等の包括的な支援体制を強化します。

●コミュニティー・スクールと地域学校協働活動を一体
的に推進する中で、退職教員や大学生等の地域住民等の
協力により、学習が遅れがちな子どもたちを対象に原則
無料で学習支援を行う「地域未来塾」を推進します。

●大学生や高校生等がグローバルな環境で学べるよう、
海外留学への経済的支援の大幅な拡充、大学の国際化へ
の支援、留学生の受け入れ拡大や留学生との交流を強力
に推進します。

●新学習指導要領に基づき、子どもたちがSDGs（持続
可能な開発目標）やESD（持続可能な開発のための教育）
について学び、取り組む機会の充実を図ります。また、大
学など高等教育におけるSDGsの普及にも努めます。

⑽ 子どもたちが安心して学べる環境づくり
●いじめや虐待等への対応のため、スクールカウンセラ
ー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー、養
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護教諭の配置拡充等、学校支援体制を強化し、関係機関
との連携強化やLINE等のSNS相談体制の拡充を図り
ます。

●交通事故や犯罪から、次世代を担う子どものかけがえ
のない命を社会全体で守るため、子どもが日常的に移動
する経路の安全確保のための取り組みを推進します。

●子どもを事件や事故、災害から守るため、セーフティ
プロモーションスクール（安全な教育環境の整備に取り
組む学校を認証する制度）の普及を推進します。

●子どもたちが、薬物乱用の危険性・有害性について正
しい知識を持ち、薬物を乱用することのないよう、薬物
乱用防止教育を推進します。さらに、薬物に関して専門
知識を有する外部専門家等と連携し、学校における薬物
乱用防止教室の充実を図ります。

⑾ 安全・安心な学校施設設備の充実
●公立小中学校や国立大学等の耐震化（天井や窓ガラス
など非構造部材を含む）を100％実現するとともに、私
立学校の耐震化も推進し、子どもが安全・安心に学べる
教育環境へ改善を図ります。

●学校施設は、地域コミュニティーの拠点、災害時の避
難所にもなることから、老朽化対策に加え、体育館や特
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別教室も含めた空調設置やトイレ改修、給食施設の整
備、バリアフリー化等の防災機能の強化に取り組みます。

⑿ �若者を伸ばし、Society5.0社会を切り拓く知の拠点
としての大学改革

●大学教育において文理の垣根を越えた、リベラルアー
ツ教育やデータサイエンス教育を実現し、すべての学生
がSociety5.0社会において活躍できる環境を整備する
とともに、国際的に卓越した博士人材の育成を推進しま
す。
※Society5.0：最先端技術をあらゆる産業や生活に取り
入れることで、経済発展と社会的課題の解決を両立させ
る人間中心の未来社会の構想

●地方創生を担う人材の育成や大学を核とした地域産
業の活性化の観点から、基盤的経費等による財政支援や
大学と地域との連携体制の構築を通じて、社会的基盤の
役割を果たして地域の発展に貢献する大学を支援しま
す。

●若者を伸ばし、Society5.0社会を切り拓く「知の拠点」
としての機能強化を加速するため、基盤的経費である国
立大学運営費交付金や私学助成を拡充し、特に教育・研
究・ガバナンス改革を進める大学を重点的に支援します。

●優秀な若手研究者ポストの拡充や独創的かつ挑戦的
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な研究への支援の強化などにより、安心して自らの研究
に打ち込める環境を整備し、若手研究者の活躍促進に向
けた重点支援を行うなど、基礎研究の振興を推進しま
す。

●女性や高齢者を含めた社会人が学び直しのできる環
境を充実するため、大学における学び直し機能の強化な
ど、リカレント教育を推進します。また、誰もがSociety�
5.0に対応したスキルを身に付けられる教育環境を整備
します。
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②
着
実
な
賃
上
げ
の
実
現

経
済
の
好
循
環
を
さ
ら
に
進
め
、実
感
を「
家
計
」へ

自公政権の経済政策によって名目
GDPは61兆円増加、企業収益は過
去最高を記録し、雇用・所得環境は大
きく改善するなど、景気は着実に回
復を続けています。この「経済の好循
環」をさらに力強く進展させ、景気回
復の実感を地域や家計へ着実に届け
ます。
そのため、堅調な賃上げの流れをよ
り一層加速させるとともに、最低賃
金の着実な引き上げによって家計の
可処分所得を向上します。合わせて、
多様で柔軟な働き方の拡大や最先端
技術の活用、革新的なイノベーショ
ンの創出等を通じた企業の生産性の
向上、中小企業・農林水産業・観光等
を通じた地域経済の活性化等、あら
ゆる施策を総動員して日本の潜在成
長力を押し上げます。
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⑴「生活者優先」の視点で着実な賃上げの実現
●最低賃金を年率３%以上を目途として着実に引き上
げ、2020年代前半には全国加重平均で1,000円超に、
2020年代半ばには47都道府県の半数以上で1,000円
以上へと引き上げ、地域間格差を是正します。最低賃金
引き上げの影響を強く受ける中小・小規模事業者への支
援を一層強化します。

●景気回復の実感を地域へ、家計へ届けるため、特に中
小・小規模事業者等の生産性向上を後押しする税制や補
助金、助成金により、企業の経営基盤の強化や従業員の
賃上げを後押しします。

●2017年度から実施されている雇用保険料率の軽減措
置を当分の間、延長します。
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⑵ 携帯電話料金の引き下げ
●携帯電話料金の引き下げのため、通信料金と端末代金
の完全分離を実施し、料金プランを分かりやすくします。
また、いわゆる「２年縛り」のような行き過ぎた解約金の
引き下げを実現します。

⑶ 消費税率引き上げに備えた万全の対応
●消費税率引き上げと同時に軽減税率制度を実施し、
酒・外食を除くすべての飲食料品と新聞（定期購読、週２
回以上発行）の税率を８％のまま据え置きます。税負担
を直接軽減することで、日常の買い物の痛税感を和らげ、
日々の暮らしに安心を届けます。

●軽減税率制度の円滑な実施に向けて、複数の税率を扱
う地域の商店などに対し、複数税率対応レジの導入補助
や対象品目の線引き、経理方法等について分かりやすい
情報の提供、全国説明会の開催など、当事者に寄り添っ
た支援を進めます。

●軽減税率の対象とならない生活必需品に係る家計支
援として、住民税非課税者（2019年1月1日時点）と、学
齢３歳未満の子（2016年4月2日～19年9月30日までに
生まれた子）を持つ世帯を対象に、２万5,000円分の商
品券を２万円で購入できる「プレミアム付き商品券」事
業を実施します。商品券は、税率引き上げ後の半年間
（20年３月まで）使用できることとし、消費の下支えを図
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ります。

●税率10％で住宅を購入された方に対して、「住宅ロー
ン減税」の控除期間（10年間）を３年間延長し、税率引き
上げによる負担増分を税額控除できることとします。ま
た、その方の収入に応じて現金を支給する「すまい給付
金」の対象者を拡充するとともに、支給額も最大50万円
に拡充します。

●省エネ・耐震・バリアフリーといった一定の性能を有
する住宅を取得・リフォームされた方に対し、商品やサ
ービスと交換できるポイント（最大35万円分）を付与す
る「次世代住宅ポイント制度」を創設します。

●消費税率10%への引き上げ後に購入する新車（登録
車）について、保有に係る自動車税の恒久減税を実施し
ます。取得時に係る環境性能割については、税率を１年
間（2020年9月30日まで）臨時的に１%軽減します。ま
た、環境性能に優れた自動車の購入については、税負担
の軽減や補助金による支援策を講じます。特に、FCV（燃
料電池自動車）については、普及・促進の観点からも、購
入価格の低減に取り組みます。

●キャッシュレス決済に伴うポイント還元を円滑に実
施するため、中小・小規模事業者に対する決済端末の導
入補助を行うとともに、還元対象の中小店舗を判別でき
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るよう、店頭でのポスター掲示やアプリケーションの活
用など、消費者向けの広報を実施します。

●消費の活性化を促進するため、マイキープラットフォ
ーム(※)を活用して発行する自治体ポイントへのプレ
ミアムポイント付与を実施します。また、クレジットカ
ード会社などの民間サービスと連携することで、全国各
地で利用可能なキャッシュレス決済基盤の構築をめざ
します。
※マイキープラットフォーム：マイナンバーカードの本
人確認機能を活用し、公共施設の利用カードを統合する
など、利便性を図る仕組み

●各自治体等が実施する現金給付支援などについて、給
付漏れ等をなくすため、現金の代わりにポイントが自動
的に給付される仕組みを検討します。

●マイキープラットフォームを活用する自治体ポイン
トの制度は、民間団体へのソーシャルファンディング(
※)としての活用も期待されることから、将来的にその
内容の充実に取り組みます。
※ソーシャルファンディング：インターネットを通じて
一般の人から出資を募るためのサービス

⑷ 多様で柔軟な働き方の推進
●同一労働同一賃金を実現し、正社員の6割程度である
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非正規労働者の時間当たり賃金を、欧州並みに引き上げ
ることをめざし、雇用形態に関わらず「合理的な理由」の
ない不利益取り扱いを禁止する「働き方改革推進法」の
円滑な施行に取り組みます。

●公明党の提案により実現した「地方版政労使会議」「地
域働き方改革会議」を活用し、地域の特性や課題を分析
しつつ賃上げの拡大をめざすとともに、非正規労働者の
正社員化･処遇改善、人材育成の促進、地方就職や多様
な働き方の推進、長時間労働の是正、有給休暇の取得促
進、仕事と子育て･介護等の両立など、地域特性に応じ
て働き方改革を戦略的に進めます。

●中小・小規模事業者の働き方改革を支援するため、「働
き方改革推進支援センター」においてきめ細かな支援を
行うとともに、勤務終了時から翌日の始業時までに一定
の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」の普及
を促進し、助成金等を通じて中小・小規模事業者におけ
る同制度の導入を推進します。

●子育て、介護、治療など、さまざまな事情に応じて柔軟
に休暇を取得できるよう、民間企業において、１時間単
位で年次有給休暇を取得できる制度の導入を促進しま
す。

●月曜午前半休の普及促進や有給休暇の取得促進など、
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働き方･休み方改革を進め、週末・週明けの消費拡大にも
つなげます。

●短時間勤務やテレワークなど時間や場所にとらわれ
ない柔軟な働き方を推進するため、サテライトオフィス
の整備やテレワークデーの普及を促進します。

●女性・高齢者等の活躍を後押しするため、社会人など
が学び直しできるリカレント教育やシニア向けの企業
説明会等の機会を充実し、希望に応じて誰もが必要な能
力・スキルを身に付け、就業機会の拡大につながる環境
整備を進めます。

●個人の働き方が多様化し、いわゆる「フリーランス」な
ど雇用関係によらない働き方の増加が見込まれるため、
実態をさらに把握・調査した上で、契約・報酬額の適正
化、セーフティネットや相談窓口の整備、スキルアップ・
キャリアアップへの支援など、必要な対策を検討します。

●過重労働撲滅特別対策班など労働基準監督署の執行
強化や、労働条件相談「ほっとライン」の利用促進など、
若者の使い捨てが疑われる「ブラック企業」「ブラックバ
イト」への対策を強化します。

⑸ �建設業・自動車運送業における取引環境の適正化、働
き方改革の推進等
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●建設業や自動車運送業（トラック・バス・タクシー）、自
動車整備事業について、労働生産性の向上、取引環境の
適正化、労働環境の改善等を図り、働き方改革とともに
多様な人材の確保・育成等の取り組みを推進します。

●トラック運転者の労働時間改善に向けた荷主対策な
ど、勤務環境改善対策等を強化します。

●建設業における適正な取引価格と利潤の確保、適切な
工期設定と施工時期の平準化を図るとともに、担い手確
保に向けた建設技能労働者の賃金水準の引き上げ、処遇
改善や長時間労働の是正・週休２日の確保を図ります。
特に設計労務単価の上昇が、建設技能労働者の賃金や下
請け事業者の契約単価に確実に行き届くようにします。

●災害時における緊急対応力の強化、迅速かつ円滑な復
旧工事の実施のため、緊急性に応じた入札・契約方法の
適切な選択、災害協定の締結促進、各行政機関の広域連
携体制の構築等を、公共工事発注者の責務として位置付
けて適切に運用します。

●建設技能労働者の方々にIDカードを活用した就労履
歴データを蓄積・管理する「建設キャリアアップシステ
ム」の一層の周知・普及と安定した運用を進め、建設技能
労働者の技能レベルに応じた処遇改善につなげます。
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●新技術やICTの普及・促進による建設現場の生産性向
上を図る「i-Construction」、女性や高齢労働者の活躍、
工事書類の一層の簡素化を含めたさまざまな施策を推
進します。

●貨物自動車運送事業法の改正を踏まえて、トラック運
送業における行政、荷主、運送事業者等の関係者が連携
した適正な取引価格の実現、荷主への働きかけの強化を
通じた取引環境の改善を推進します。

●トラック運送業における労働力不足の解消、小口多頻
度輸送の対応、荷待ち時間の削減の対策として、AI（人工
知能）やICT、自動運転技術等の開発や重要物流道路の
機能強化を図ります。物流の効率化、省力化による輸送
の生産性向上、女性ドライバー等の活躍等の取り組みを
進める「ホワイト物流」推進運動を、荷主等の関係者と連
携して強力に進めます。また、SA・PA（サービスエリア・
パーキングエリア）等における大型車の駐車スペース不
足解消等の取り組みを推進します。

●大型トレーラー等の特殊車両の通行許可について、審
査内容の簡素化や電子データを活用した自動審査シス
テムの強化等により審査期間の短縮・迅速化を進めます。

●バス、タクシー等の自動車運送業の担い手確保に向け
て、長時間労働の是正などの労働環境の整備、輸送の生
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産性の向上・効率化、女性ドライバー等の活躍等を進め
ます。

⑹ 中小企業の活性化
●中小・小規模事業者等の課題や悩みなどに適切に対応
するため、全都道府県に設置されている「よろず支援拠
点」について、他の支援機関と連携したサテライト拠点
の設置や出張相談等の取り組みを拡大するなど機能強
化を図ります。

●地域の活力を支える中小・小規模事業者が魅力を発揮
し、次世代へ円滑に事業承継ができるよう、事業引継ぎ
支援センターのさらなる機能強化を図るとともに、後継
者へ個人保証を求めない仕組みの構築や無保証融資の
拡大などに取り組みます。

●中小・小規模事業者が事業承継をきっかけに、新たな
販路開拓等に取り組むことができるよう、「事業承継補
助金」の拡充・充実に取り組みます。

●「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」、「小規模事業
者持続化補助金」のさらなる拡充・充実を図り、より多く
の中小・小規模事業者のITの導入や設備投資を支援し、
生産性向上を後押しします。

●近年多発する自然災害を踏まえ、中小・小規模事業者
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の災害への対応力を高めるため、「事業継続力強化計画」
に基づき、信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備
への税制優遇、補助金の優先採択等により支援します。

●中小・小規模事業者の熟練した技能を次世代に引き継
ぐことができるよう、ITツールの導入等を後押しすると
ともに、こうしたITなどの先端技術を活用できるIT人材
の育成・確保を支援します。

●中小・小規模事業者の人手不足の解消を図るため、生
産性向上を促進するとともに、女性や高齢者、外国人材
など多様な人材確保を支援します。また、中核人材の確
保に向けては、経営支援から定着までの伴走型支援に取
り組みます。

●TPP11や日EU・EPAなどの自由貿易を契機として、
海外での販路開拓をめざす中小・小規模事業者を支援す
るため、官民の連携組織である「新輸出大国コンソーシ
アム」を活用し、海外ビジネスに精通した専門家、中小・
小規模事業者の身近な地域の金融機関等が連携した取
り組みを強化します。

⑺ 農林水産業の成長産業化
●農林水産業全体にわたりスマート農業・林業・水産業
を実現します。衛星測位技術を活用した自動運転トラク
ターやドローンによる魚群探査・森林資源調査、重労働
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を助けるアシストスーツ等の先端技術による作業の超
省力化や生産性の向上により、高付加価値化・所得の向
上を図ります。

●2019年に農林水産物・食品の輸出額1兆円を達成し、
さらなる拡大をめざします。世界に日本ブランドを広め、
輸出力を強化するため、食品衛生管理の国際基準である
HACCP（ハサップ）や、農産物の国際認証であるグロー
バルGAP（ギャップ）等の取得を推進するとともに、生産
者への輸出診断や輸出業者とのマッチング支援、輸出先
国のニーズに対応した産地づくり・高付加価値化を支援
します。TPP11協定等に基づく輸入による国内への影
響を注視し、重要５品目を中心に万全の国内対策を引き
続き進めます。

●農林水産業の生産性向上や生産資材価格など、生産コ
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ストの低減を推進し所得の向上を図ります。GI（地理的
表示)も活用した地域産品のブランド化や6次産業化な
ど農林水産業の高付加価値化を推進します。また、自然
災害や価格の低下による影響を受けた場合の備えとし
て、収入保険への加入を推進します。　

●コメ政策改革を着実に推進するとともに、麦、大豆、飼
料用米等の本作化を進める水田フル活用に向けた予算
を恒久的に確保します。また、政府等によるコメの需給
状況や価格動向の情報提供を推進し、生産者、集荷業者、
団体等が安心して生産・販売に取り組めるように支援し
ます。

●新たな資源管理システムに基づいた水産業の成長産
業化を進めます。沿岸漁業でのリース方式による漁船導
入や共同利用施設の再編整備、沖合・遠洋漁業では高性
能漁船の導入など、生産性の向上、省力・省コスト化によ
る収益性の高い操業体制への転換を進めます。漁業収入
安定対策の法制化を図り、資源管理や漁場改善に取り組
む漁業者による漁業生産の割合を向上させるための機
能強化を図ります。IUU（違法・無報告・無規制）漁業対
策、輸出促進、ブランド化や水産エコラベルの取り組み
などの販売戦略にも資する水産物におけるトレーサビ
リティを推進するとともに、その出発点である、漁獲証
明の法制化を進めます。
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●2019年7月から再開される商業捕鯨を適切に実施し
ます。科学的根拠に基づく鯨類資源の持続的利用のため
に母船式捕鯨と小型捕鯨ごとに捕獲枠を設定するなど
調査研究（南氷洋を含む）と資源管理を徹底します。持続
可能な母船式捕鯨のために高船齢母船の代船建造を進
めます。水産資源の持続的利用を支持する国々との連携
強化に加え、わが国の立場に対する国際社会の支持を拡
大していきます。　

●農業者の減少・高齢化に対応するため、担い手への農
地集積や基盤整備、農業次世代人材投資事業の活用によ
る新規就農や経営の高度化を進めるなど、若者をはじめ、
意欲のある担い手への支援を拡充、強化します。併せて、
女性の活躍を推進します。　

●JA准組合員の事業利用の規制の在り方については、
農業者の所得向上を図るとの農協改革の原点を踏まえ、
JAによる自己改革を後押しし、組合員の意向・考え方に
基づくものとします。

●多様な機能を発揮する都市農業が安定的に持続され
るよう、新たな貸借制度を普及するとともに、多様な担
い手を確保し、農業施策を本格的に展開します。　

●人口減少・高齢化、担い手不足等厳しい状況に置かれ
ている中山間地域・離島の農山漁村、棚田地域の振興や
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景観維持、生活環境の改善に取り組みます。特に中山間
地域等直接支払による下支えなど、意欲ある農業者への
総合的な支援を講じます。　

●新たな森林管理システムも活用しつつ森林整備を推
進します。さらに、林業経営者が国有林の一定の区域で、
公益的機能を確保しつつ、長期・安定的に樹木を採取で
きる仕組みを構築します。また、川中・川下業者と連携し
て、公共建築物や非住宅の木造化・CLT（直交集成板）の
利用促進、木質バイオマスの利用促進、木材輸出などの
木材需要の創出を進めます。　

●シカやイノシシなど野生鳥獣の捕獲の担い手への支
援やジビエの利活用など、地域の鳥獣被害対策を推進し
ます。

●和牛遺伝資源の不適切な海外流出の防止に対応する
とともに、ブランド果物などの種苗の生産や販売の権利
を守り、海外での無断栽培・販売防止と海外での品種登
録を推進します。　

●鳥インフルエンザ、豚コレラなどの家畜伝染病につい
て、国内の畜産農場の防疫措置の強化および野生イノシ
シ対策の徹底を図ります。アフリカ豚コレラ等のウイル
スを国内に持ち込ませないよう、空港や港における検疫
探知犬の増頭など、検疫の体制をさらに強化します。ま
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た、被害畜産農家への支援や経営再開に向けた支援措置
を講じます。

⑻ 観光先進国の実現
●「観光先進国・日本」の実現、訪日外国人旅行者4,000
万人時代に向けて、日本人による国内観光振興とともに、
特に訪日外国人旅行者数を増加させ、交流人口を増や
し、全国各地における消費の活性化・拡大を図ります。

●ストレスフリーで快適な旅行を実現するための受け
入れ環境整備の一層の改善を進めます。空港・港での出
入国審査のためのCIQ（税関、出入国管理、検疫）施設や
搭乗関連手続きにおける最先端技術・システム導入等の
機能強化、外国人観光案内所等の拡充とともに、交流施
設や交通標識等の多言語対応やVR（仮想現実）等による
高度な案内サービスの提供、多言語音声翻訳システムの
普及・促進、無料の公衆無線LAN（Wi-Fi）や観光地周辺
の洋式トイレ等の整備、主要観光地における100％のキ
ャッシュレス決済対応等の推進を図ります。

●地方空港のゲートウェイ機能強化とLCC（格安航空会
社）等の国際線の就航促進や、クルーズ船の寄港促進等
の受け入れの拡充による地方誘客の促進を図ります。ま
た、新幹線や鉄道等における大型の荷物置き場の設置、
多言語対応のサービス、バリアフリー化の充実、新幹線
トンネルの電波遮へい区間対策の強化等にも取り組み
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ます。

●地方における消費税免税店数を拡大するため、事業者
等への免税店化の働きかけ等の取り組みを推進すると
ともに、2020年４月より施行される免税販売手続きの
電子化の円滑な実施に向けた取り組みを進めます。

●JNTO（日本政府観光局）の体制強化、発信力強化等の
さらなる改革を進め、特に欧米豪を対象とした強力かつ
戦略的な訪日プロモーション（訪日旅行促進事業）や富
裕層をターゲットにした対策の強化を図ります。

●地域の活性化・地方創生に向けて、誘客の地方分散化
をさらに進めるため、地域観光振興の核となる「日本版
DMO（観光地域づくりの舵取り役を担う法人）」の形成・
育成のための支援を推進するとともに、観光事業の経営
や実務等を担う「観光人材」の育成・支援等の施策を推進
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します。また、地域の「観光拠点情報・交流施設」の整備・
拡大や、古民家等の歴史的資源を再生・活用した観光ま
ちづくり、安全・安心の民泊サービスの普及や、日本の伝
統文化、伝統的工芸品産地の活性化・拡大など、新たな地
域観光資源の開拓と魅力向上を推進するとともに、歴
史・伝統文化体験、農業体験、サイクルツーリズム（自転
車を活用した観光）等の体験型・交流型観光を推進しま
す。

●伝統芸能・演劇・スポーツ等、夜間も含めて楽しめ、外
国語でも参観可能なエンターテインメントの充実を図
ります。

●観光客急増に伴う地域住民の生活環境悪化や渋滞等
の課題への対策も進め、持続可能な観光の実現を図りま
す。
●わが国におけるIR（カジノや劇場、ホテル、国際会議
場、ショッピングセンター等が一体となった統合型リゾ
ート施設）の整備については、IR整備法の規定による世
界最高水準の規制に基づいて適切に進めます。

⑼ 文化芸術・スポーツによる地域活性化
●ICOM（国際博物館会議）京都大会2019を、次世代を
担う子どもや若者が積極的に参加できる機会とし、その
レガシーとして、美術館・博物館のネットワーク形成や
運営の強化、学芸員などの専門家の資質の向上を実現し
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ます。

●世界の関心が集まる2020年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会（以下、2020東京大会）を中心に、史
上最大規模のプロジェクトとして実施される「日本博」
をはじめとして、全国で文化プログラムを実施し、伝統
文化からポップカルチャーまで、さまざまな文化を体系
的に展開します。

●共生社会の実現をめざし、障がいの有無や国籍にかか
わらず、あらゆる人々が文化芸術活動に参加できるよう、
健常者と障がい者の交流、被災地の復興支援、美術館・博
物館のバリアフリー化の充実などに取り組みます。

●文化財を後世に確実に継承するため、確実な防火・耐
震等の防災対策や、適切な周期による修理、材料・道具の
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確保を可能とする環境整備、専門的知見を有する人材育
成を一層充実します。

●産業・福祉・教育等の分野とも連携しながら、文化芸術
への戦略的投資を推進し、わが国の豊かな文化資源が有
する価値を最大限に活用して活力あるコミュニティー
の形成に取り組みます。

●世界遺産等の案内を現地において多言語で紹介する
仕組みを整えつつ、日本遺産認定地域のさらなる活性化
や、文化資源の魅力をより感じてもらう取り組みによる
わが国の文化発信、国等が有する地方ゆかりの名品の公
開、伝統行事の通年度化支援、外国人向け文化体験プロ
グラム作成等を進め、文化財の保存と活用の好循環を創
出します。

●世界が注目し国民に夢と希望を与える2020東京大会
の成功をめざし、トップアスリートの育成・支援など国
際競技力の向上や施設整備、アンチ・ドーピング体制の
整備・強化などを加速化します。

●2020東京大会を契機として障がい者への理解が一層
進み、障がい者が身近な地域においてスポーツに親しむ
ことができる社会の実現に向けて、障がい児・者のため
の施設等の環境整備、指導者や競技を支える方の育成、
心のバリアを取り払う教育の充実など、ハード・ソフト・
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ヒューマンのさまざまな面からの支援を強化します。

●スポーツを通じた健康増進、スポーツ産業の活性化、
スポーツツーリズムの振興など、スポーツで地域や社会
を元気にする取り組みを推進し、2020東京大会のレガ
シーとして「スポーツ立国」を実現します。

⑽ 科学技術、イノベーションの推進
●世界に先駆けてSociety 5.0の実現に向けて、「統合イ
ノベーション戦略」を確実に反映、実現するために必要
な施策を推進します。基礎研究から出口（実用化・事業
化）までを見据え、規制・制度改革や特区制度の活用等も
視野に入れて推進していく「戦略的イノベーション創造
プログラム（SIP）」や民間の投資誘発効果の高い分野の
研究を加速する「官民研究開発投資拡大プログラム
（PRISM）」等を引き続き着実に推進します。さらに、基
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礎研究の段階から多くの人々を魅了する独創的な知見・
アイデアを取り入れた挑戦的研究開発である「ムーンシ
ョット型研究開発」を積極的に推進し、「世界で最もイノ
ベーションに適した国」をめざします。

●喫緊の課題である人手不足の解消に向けて、AIやIoT
（さまざまなモノのインターネット）、ロボット等といっ
た第４次産業革命がもたらすイノベーションを中小・小
規模事業者を含むあらゆる産業に取り入れつつ、企業全
体の省力化・生産性向上を図ります。

●AIやIoT、ロボット等の先端技術を取り入れることに
より、地域の足となるコミュニティーバス等の自動走行
やオンライン診療・遠隔診療の普及、スマート農業等を
推進し、地域における生活の質の向上や産業の育成に努
めます。

●Society5.0の推進に当たり、産業界や企業に対する
SDGs経営への取り組みや、SDGsに取り組むスタート
アップ事業者に対する支援を強化します。特に中小・小
規模事業者に対するSDGsの認知度向上と具体的な取
り組みを後押しします。

●現行の１億倍の速度で膨大なデータを処理する量子
ニューラルネットワーク（QNN）によって、ゲノム（遺伝
子情報）と先端技術を組み合わせた個人用の薬剤開発な
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どを通して、健康寿命の延伸をめざすなどの社会実装を
進めます。

●2023年度をメドに準天頂衛星７機体制の確立と機
能・性能向上およびこれに対応した地上設備等も含めた
着実な開発・整備を行うとともに、国際競争力強化をめ
ざしたH3ロケットの開発（2020年度初号機打ち上げ）、
情報収集衛星の機数増、技術試験衛星（通信、観測）の開
発、宇宙データ利用の推進および宇宙探査に係る重要プ
ロジェクトを着実に推進します。

●将来の宇宙利用の拡大を見据え、宇宙資源の探査・開
発について国際動向を収集しつつ、将来の取り組みにつ
いて研究を進めます。特に、スペースデブリ（宇宙ゴミ）
対策について、官民で取り組みを推進します。

⑾ 世界最高水準のICT環境の整備
●Society5.0時代に向けて、地域限定型「規制のサンド
ボックス」制度を創設し、その基盤となる５G（第５世代
移動通信システム）、光ファイバー、８K等のICT環境整
備を進めます。

●訪日外国人等への情報提供や災害時の連絡手段の確
保、通勤通学時に使用するスマートフォン等のインター
ネット通信環境向上と通信費負担の軽減を図るために、
駅や鉄道車両・バス等の公共交通機関での無料Wi-Fiの
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整備を促進するとともに、５Gの導入拡大を推進し、通
信環境先進国をめざします。

●児童生徒等が地域でプログラミング等のICTを学び合
う「地域ICTクラブ」や、高齢者等がICT機器の操作等に
ついて気軽に相談できる「ICT活用推進委員」を各地域
に創設し、新たな地域コミュニティーをつくります。

●過疎・離島地域など条件不利地域における光ファイバ
ー敷設や携帯電話がつながらない地域の環境改善など、
ICT基盤整備を促進します。

●IoTや5Gの導入などで、急激に増大する通信量に対応
する超大容量の光ファイバー通信網やローカル５Gの整
備等、地方のSociety5.0を支えるICTインフラの整備を
計画的に進めます。

⑿ 地方創生の推進、過疎地域の振興
●地方自治体が、子育て支援などの全世代型社会保障の
推進をはじめ、地方創生や地域経済活性化などの課題に
取り組みつつ、安定的に財政運営が行えるよう、地方の
一般財源総額を十分に確保します。

●Society5.0や地方創生SDGs等の新たな潮流を踏ま
えた「第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、
地方創生推進交付金等を拡充の上、力強く「まち・ひと・
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しごと創生」事業に取り組みます。

●地方にあっても都会と同じような働き方や医療等の
サービスを受けることができる「Society5.0時代の地域
づくり」をめざします。自動運転やドローンを活用した
農業、サテライトオフィスの整備、遠隔医療やクラウド
を活用した教育環境の整備などを進めます。

●日本全国や世界中から学生が集まるような「キラリと
光る地方大学づくり」を全国的に展開し、産学官連携に
よるイノベーションの創出、地域の専門人材育成や産業
振興を進めます。

●地方における若者の雇用創出のため、地方創生インタ
ーンシップの受け入れ企業や業種を拡充します。また、
2024年度までに「地域おこし協力隊」の隊員数を8,000
人に拡充します。

●地方自治体におけるSDGs達成に向けた取り組み割
合を2020年までに30％に向上させるとの目標を達成す
るため、地方創生推進事業の一環としての「SDGs未来
都市」および「自治体SDGsモデル事業」の選定など、
SDGsに取り組む自治体が一層増えるよう自治体向け施
策を強化します。

●地域イノベーションの好循環を作り上げるため、政府
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関係の研究・研修機関等の地方移転を進めます。

●国民が安全に安心して活用できる情報通信インフラ
（光ファイバー網、情報交換施設、情報保管施設、発電施
設等）の整備や運用の在り方の総点検を行い、民設民営
の通信網を含め、現行の都市部一極集中型ネットワーク
を地域分散型ネットワークに移行します。

●わが国の中でも、急速な人口減少や高齢化に直面して
いる離島、奄美群島、小笠原諸島、半島等の条件不利地
域や過疎地域の振興支援を進めます。

●離島地域における自然環境や歴史的文化遺産等の資
源を生かした産業振興、農林水産業の活性化、観光振興
等の支援を進めるとともに、航路・航空路に対する運賃
の軽減策、農林水産物における輸送コスト支援等を推進
します。

●離島地域における医療や福祉等のサービスの整備や
教育支援の推進とともに、将来的にはIoTを活用した島
内の交通環境の改善や生活インフラやサービス、エネル
ギーの効率化等の「スマートアイランド」の実現をめざ
します。

⒀ 地域住民の暮らしを守る「スマート自治体」等の推進
●自治体におけるクラウド化を2023年度までに1,600
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団体に拡大し、経費削減や住民サービスの向上等に取り
組みます。また、自治体窓口業務の民間委託による経費
削減にも取り組みます。

●医療費控除手続きの簡素化や投薬履歴をネット上で
閲覧できるようにするなど、医療分野をはじめとする幅
広い分野でマイナンバー制度を活用し、国民の利便性向
上に取り組みます。また、行政手続のワンストップ化を
進めます。

●自治体が保有する公共データのオープンデータ化を
進め、新サービス・新事業の創出を促します。

●人口減少や高齢社会にあっても、住民に対して必要な
サービスを提供できるようにするため、自治体が、公・
共・私の協力関係を構築する「プラットフォーム・ビルダ
ー」としての役割を果たせるよう、転換を図ります。

●行政サービスや地域経済を維持するため、地域の広域
連携形成等への支援を強化するとともに、定住自立圏の
形成に至らない小規模な市町村の広域連携に係る新た
な仕組みを創設します。

●サービス水準を維持するため、上下水道や廃棄物処理
などの事業について、国の支援の下、さらなる広域化・一
元化を進めます。
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⒁ ソーシャルビジネス等、地域雇用の創出
●まちづくりや介護、福祉などの社会的課題の解決をめ
ざすソーシャルビジネス、コミュニティービジネスを促
進するため、NPO等非営利法人に対する経営支援を強
化します。また、休眠預金等の活用による民間公益団体
に対する助成について、国民に広く周知するとともに円
滑な実施に努めます。

●IoTサービスの創出や展開のため、地域のさまざまな
資産や多様な事業分野でのシェアリングエコノミーを
促進します。

●多様な活躍・就労の場づくりを推進するため、公共的
な地域活動やソーシャルビジネスなどの経済活動を、地
域の人々が自発的に集まり出資や運営をしながら働け
る新たな法人制度（「労働者協同組合」=仮称=）を創設し
ます。

●地域密着型事業に取り組む団体を後押しし、雇用創出
を図るため、「ローカル10,000プロジェクト」に取り組
む自治体を1,500団体まで拡大します。

⒂ �ひと・モノの流れを円滑にする交通ネットワーク整備
による生産性革命

●総合的かつ効率的な物流ネットワークを実現し、都市
間移動の速達性を高め、さまざまな経済波及効果を及ぼ
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し、大都市圏環状道路等の整備や渋滞解消対策、各地に
存在する高速道路や一般国道の高規格幹線道路等のミ
ッシングリンク（未整備区間）の解消・整備の取り組みを
加速するとともに、安全性・走行性の向上や、災害時の代
替機能の強化のため、高速道路の暫定２車線区間の４車
線化を推進します。また、高速道路料金の割引制度等を
活用した道路交通の円滑化を促進します。

●高速道路における「逆走防止対策」や「歩行者等の誤
進入対策」として、広報啓発とともに、大型路面表示や特
別転回を案内する看板等の対策を進め「あおり運転防止
対策」として、ドライブレコーダー装着の普及や安全対
策の強化等の取り組みを促進します。

●物流業における人手不足解消のため、高速道路におけ
る自動運転技術を活用したトラックの隊列走行の商業

化実現をめざし、2020年度
に高速道路（新東名）での後
続車の無人運転システムを
用いたトラック隊列走行を
実現します。

●首都圏空港（羽田・成田両
空港）の機能強化や、地方空
港の路線ネットワークの活
性化、ドローン利活用のた
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めの環境整備、災害時の空港機能確保策等を図るととも
に、整備新幹線、リニア中央新幹線の整備を着実に推進
します。

●最先端のICTを活用した人・道路・車を一体のシステム
として構築するITS（高度道路交通システム）を推進する
とともに、自動運転の実現に向けた環境整備、技術開発・
普及促進、実証実験・社会実装等の取り組みを推進しま
す。

⒃ �ストック効果を重要視したインフラ整備と老朽化対
策、インフラ海外展開

●公共インフラ（社会資本）を賢く使う取り組み、集約・
再編を進める「戦略的インフラマネジメント」を徹底し
て、企業立地や観光周遊等による地域経済の活性化、災
害対応力の強化、移動時間の短縮、輸送コスト削減等の
生産性向上等の「ストック効果」を最大化させていくイ
ンフラ整備を推進します。

●将来にわたって必要なインフラの機能を発揮するた
め、道路、橋、トンネル等の長寿命化計画（個別施設計画）
を核とした点検、診断、修繕、記録の業務サイクル（メン
テナンスサイクル）を構築するとともに、予防保全の取
り組みや新技術の導入によるトータルコストの縮減・平
準化を図り、国直轄管理のインフラは先導的に進めつつ、
地方自治体へ財政的・技術的な支援を行う等、老朽化対
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策を推進します。

●老朽化したインフラの安全かつ効率的な保守保全や
点検作業、メンテナンスを進めるため、AIや次世代イン
フラ用ロボット等の活用や先進レーザー診断等の新技
術導入を進めるとともに、インフラ調査士の普及等によ
るインフラの点検や診断を担う人材の育成・確保も含め
た、わが国の「インフラメンテナンス産業」を産官学民と
連携した育成を進め、発展させます。

●国土に関する情報（地盤や構造物等のデータ）を集約
する「インフラ・データプラットフォーム」を構築し、維
持管理等の高度化へ活用するとともに、経済活動や自然
現象に関するデータを組み合わせてサイバー空間上に
３次元モデルで再現する「国土交通データプラットフォ
ーム」を整備し、災害時の避難シミュレーションや最適
なヒートアイランド対策、新たなモビリティサービス等
のさまざまな課題解決につなげます。

●質の高いインフラ投資、自然災害に対する強靭性の強
化、保健や債務持続可能性の確保に向けた支援といった
課題について、ODA（政府開発援助）や国際機関を積極的
かつ戦略的に活用した取り組みを強化し、日本の高い技
術力を生かした各国への貢献を通じてわが国の経済成
長を図ります。特にわが国の質の高いインフラの設計、
建設、運営、管理を含む「インフラシステム」の海外展開・
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輸出の拡大を官民一体で強力に推進します。

⒄ �港湾整備の推進、海事生産性革命、戦略的海上保安体
制の構築等

●わが国の国際コンテナ戦略港湾（東京港、横浜港、川崎
港、大阪港、神戸港）における機能拡充とともに、IoT、ビ
ッグデータ（膨大に蓄積された多種多様な電子情報群）
やAI、自働化を組み合わせることで、世界最高水準の生
産性と良好な労働環境を備える「AIターミナル」の実現
をめざします。

●2020年までに、港湾手続きに関連する多様な組織間
における情報連携等の電子データによる共通化や標準
化等を実現する「港湾関連データ連携基盤」を構築し、わ
が国における港湾物流全体の生産性の向上、国際競争力
の強化に貢献します。
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●わが国の港湾に、排出ガスのクリーンな「LNG（液化天
然ガス）」を燃料とする船舶に対応した「LNGバンカリ
ング拠点」を戦略的に形成するための支援等を推進し、
コンテナ船、クルーズ船、自動車運搬船、バルク（ばら積
み貨物）船等の航路を維持・拡大し、国際競争力の強化を
図ります。

●国際バルク戦略港湾政策を推進し、資源・エネルギー
等の輸入拠点機能を強化します。また、地域経済の活性
化に資する港湾施設の整備や、産地と連携した農水産物
の輸出拠点機能強化を推進します。

●貨物需要の増大および船舶の大型化に対応し、大規模
地震発生時の緊急物資輸送拠点としても機能する「複合
一貫輸送ターミナル」の整備を推進するとともに、新技
術を活用した次世代ターミナルの構築をめざします。

●洋上風力発電の円滑な導入に向けて、同発電の建設や
維持管理の基地となる港湾の機能強化等の取り組みを
推進します。

●造船の生産性向上「i-Shipping」や、海洋資源・エネル
ギー等の開発市場の成長をめざす「j-Ocean」等ととも
に、造船・海洋産業の人材確保の取り組みを推進します。

●わが国の周辺海域の状況を踏まえ、戦略的海上保安体
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制の構築等を推進し、領土・領海の堅守を図るとともに、
海外の海上保安機関との連携や能力向上支援等の取り
組みを強化します。

⒅ �フィンテック・キャッシュレス化の推進、金融インフ
ラの強化

●生活に便利なキャッシュレス決済サービスの普及を
促進するため、業態別・縦割りの法体系を機能別・横断的
な法体系へ見直します。これにより、例えば、銀行以外
も１回100万円を超える送金を可能にすることや、モバ
イル決済の利用シーンの拡大、預金・決済・投資・保険等
の金融取引のワンストップサービスの提供といった、よ
り利便性の高いキャッシュレスサービスを実現します。

●暗号資産（仮想通貨から名称を変更）を決済手段の一
つとして安全に利用できる環境を整備するため、暗号資
産交換業者に対する規制を整備し、暗号資産の流出防止
など利用者保護の確保を図るとともに、暗号資産を用い
た新たな取引のルールを整備します。

●ブロックチェーン（分散型台帳）技術は、取引の迅速化、
情報漏えい・改ざん防止といったメリットがあり、金融
分野をはじめ、例えば、貿易事務、公文書管理、不動産登
記簿、医療、エネルギー等、幅広い分野での活用をめざし
ます。
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●中小・小規模事業者の生産性向上や消費者の利便性を
向上する観点から、キャッシュレス決済の普及促進に取
り組みます。その際、クレジットカードの情報保護や不
正利用対策等に万全を期し、消費者が、安全にキャッシ
ュレス決済を利用できる環境を整備します。また、カー
ド情報等を詐取するフィッシングが増加傾向にあるこ
とから、その防止が図られるよう手口等に関する周知活
動に取り組みます。

●地域経済の持続的成長を実現するため、果敢にリスク
をとって挑戦する地域企業に伴走する地域金融機関の
金融仲介機能やコンサルティング機能の発揮を後押し
します。そのため、企業への議決権保有制限（５％ルー
ル）の一部を緩和し、事業再生や事業承継、地域経済の活
性化に取り組む企業に対する出資率の拡大を図ります。
また、地域金融機関が厳しい経営環境に置かれている実
態を踏まえ、AIやフィンテックを活用した業務の高度化
や効率化を推進するとともに、地域経済の成長を通じた
持続可能なビジネスモデルの構築を図ります。

●地域のイノベーションの創出、地域経済の活性化を図
るため、地域課題の解決を図ろうとする地域内外の企業、
金融機関、地方公共団体、政府機関等の関係主体が交流
する場の提供を促進し、それぞれが連携して役割を果た
す「地域経済エコシステム」の形成を推進します。



64

⒆ デジタル市場のルール整備
●「デジタル・プラットフォーマー(※)の取引慣行等に
関する実態調査」（中間報告）を踏まえ、事業者間取引等
のさらなる実態把握に努めるとともに、プラットフォー
マーを利用する消費者の個人情報保護やデータ利用等
の在り方について検討し、必要な法整備を進めます。
※デジタル・プラットフォーマー：ICTやデータを活用し
て第三者に多種多様なサービスの「場」を提供する事業
者

●デジタル・プラットフォーマーによる一方的な規約の
変更や出店・出品の不承認等といった利用者に不利な取
引実態が指摘されていることを踏まえ、デジタル・プラ
ットフォーマーの取引慣行の透明性や公正性の確保を
図ります。

●国境を越えてビジネスを行う企業に対し、独占禁止法
（国内法）の厳格な運用を実施し、国内事業者と海外事業
者が同等のルールで競争する環境を整備します。また、
電気通信事業法（通信の秘密）の域外適用を実現し、利用
者のデータ保護環境を強化します。

●デジタル市場の動向を継続的にモニタリングし、競争
政策の立案・調整を担う、各府省横断的な専門組織「デジ
タルエコノミー戦略推進室」（仮称）を創設します。
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●デジタルデータの取引について、個人情報の保護を図
りつつ、諸外国との連携による適正な流通および活用の
枠組みの整備や、データエコノミー時代の到来を見据え
た国際的なルール作りなど、安全で安心なデータ流通が
円滑に行われるための環境整備を進めます。また企業の
グローバル展開を踏まえ、わが国企業の活動を支援する
ための各種制度の周知、広報等をていねいに行います。

●インターネットを通じて国境を越えたビジネスを展
開する海外企業に対して、適正な課税を確保するなど、
デジタル経済にあった課税と利用契約ルールの創設に
取り組みます。

●諸外国との連携を図りながら、顧客データを分析した
アルゴリズムやサービス提供プラットフォームなどの「無
形資産」や利用者の積極的な参加により生じた利益に対
する課税など、簡明で公平なルールの整備をめざします。

●「無形資産」の商業目的での利用における利益分配率
など所有者と利用者の適正な契約ルールの構築をめざ
します。

●社会を大きく変えるようなビジネスや利便性の高い
サービスの創出の源泉とされる個人データ（個人のプロ
フィールや検索・購買・行動履歴等）の利活用拡大を図る
ため、本人の意思に基づき安心して個人情報を預け、第
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三者（企業・団体）に提供する「情報銀行」の拡大を推進し
ます。

⒇ エネルギー戦略
●「第５次エネルギー基本計画」に基づき、地域資源を活
用したエネルギー産業の活性化を図るとともに、コスト
低減、調整電源の確保、系統制約の克服等に取り組みつ
つ、再生可能エネルギー（再エネ）の主力電源化をめざし
ます。

●再エネの主力電源化に向けては、太陽光、風力をはじ
め、水力、地熱、バイオマスなどの地域資源を最大限に活
用します。また、これらの再エネとコージェネレーショ
ンや蓄電池等を組み合わせ、地産地消型エネルギーシス
テムを構築します。

●再エネを最大限導入するため、引き続き固定価格買取
制度にて拡大を図りつつ、電気料金に上乗せされている
「再エネ賦課金」が過度な国民負担とならないよう、導入
促進が充分に進んでいる電源に関しては、入札制の活用
や未稼働案件対策、研究開発に取り組みます。

●太陽光発電については、地域との調整を図りつつ導入
を進めるとともに、将来大量に発生するパネルの廃棄問
題に向けた適切な対策を講じます。大量導入とコスト低
減が期待される洋上風力発電については、再エネ海域利
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用促進法に基づき、先行して海域を利用する事業者に対
する十分な配慮など、地域と共生を図りつつ、計画的・継
続的な導入を進めます。

●電力の系統問題については、空き容量がほとんどない
送電線などの既存系統を最大限活用するため、欧州の事
例を参考に、空き容量算定を見直すほか、緊急時用の送
電枠の一部を開放する「日本版コネクト＆マネージ」な
どの措置を具現化します。また、地域間連系線の増強な
ど、送配電網の強化に取り組みます。

●再エネによって発電した電源を貯蔵できる蓄電池を
普及し、災害発生時でも迅速に利用できる電源の確保に
向けた支援策を講じます。

●CO2を排出しない「水素社会」の実現に向けて、家庭
用燃料電池システム（エネファーム）の低コストでの導
入を進めるとともに、FCVやFC（燃料電池）バス、EV（電
気自動車）などをはじめとする次世代自動車の普及に取
り組みます。併せて、2020年までに無人のセルフスタ
ンドを実現するなど、水素ステーション等のインフラ整
備を強力に推進します。

●水素の活用に向けては、製造・輸送・貯蔵技術や、燃料
電池、水素発電などの水素利用技術の研究開発を加速化
します。特に、再エネによって発電された電気から水素
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を製造する技術実証や福島県産の水素の実用化を進め
るとともに、徹底したコスト低減を図りつつ、地域資源
を活用した水素サプライチェーンの構築、社会実装に向
けた取り組みを進めます。

●気候変動問題への対応等に向けて、火力発電の高効率
化に向けた発電技術の開発を進めるとともに、CCUS
（CO2を資源として捉え、燃料や原材料として再利用す
る技術）やカーボンリサイクルの実現に向けたイノベー
ションを促進します。

●補助金や税制支援の活用により、環境に優しい省エネ
住宅の普及を図ります。

●補助金や税制による負担軽減、省エネ診断などの促進
策を通じて、中小・小規模事業者等の省エネ投資促進と
再エネのさらなる導入拡大を進めます。

●再エネの主力電源化に向けた取り組み等を通じて、原
子力発電に代わる再エネ等を最大限導入し、原発の依存
度を着実に低減させるとともに、原発の新設を認めず、
徹底した省エネの推進、火力発電の高効率化等を図りつ
つ、原発に依存しない社会“原発ゼロ”をめざします。

●原発の再稼働については、原子力規制委員会が策定し
た世界で最も厳しい基準を満たした上で、立地自治体等
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の関係者の理解を得て判断します。特に、地域住民の不
安を一掃するような自治体の避難計画が充実したもの
となるようしっかりと支援します。また、原発立地地域
の財政・経済・雇用対策に万全を期します。

●高レベル放射性廃棄物の最終処分問題については、安
全性の確保を最優先に「科学的特性マップ」の活用等に
より、安定的かつ着実に進めます。

●原発に関する取り組みについては、国民の理解と協力
を得ることが大前提であり、説明会などを通じた情報提
供・公開の徹底等を図りつつ、国が責任を持って進めま
す。

●原発の廃炉に向けては、燃料デブリの取り出しや、原
子炉内部の調査を行いつつ、汚染水対策と併せて安全か
つ着実に実施します。また、技術的難易度の高い研究開
発への補助を推進します。
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わが国が抱える最大の課題の１つは、
人口減少・少子高齢化です。
すべての団塊の世代が後期高齢者と
なる2025年を間もなく迎えようと
しています。
認知症、がん、生活習慣病や高齢者
の移動手段の確保など、長寿命化に
伴う課題は山積しています。
誰もが、必要な時に必要な医療を受
けられる国民皆保険を守り、将来に
引き継いでいかなければなりません。
併せて、家族・地域の「つながり」の弱
まりや、単身高齢者の増加なども見
込まれています。
公明党は、それらの課題に真正面か
ら立ち向かい、ネットワークの力を
最大限に発揮することにより、地域
の実情に沿った的確な施策を実行し
ます。
すべての人が、健康を維持しながら
住み慣れた地域で、生きがいを持っ
て暮らし続けることのできる社会を
構築していきます。
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⑴ 認知症施策の推進
●認知症施策の推進に向けた基本法を制定し、認知症の
人の尊厳が守られ、希望を持って暮らせる共生社会の実
現に取り組みます。

●かかりつけ医を認知症診療の中核に据える医療体制
の構築、認知症サポーターが地域で活躍できる場づくり、
若年性認知症への支援、初期集中支援チームの体制強
化、認知症本人のピア活動（当事者同士の支え合い）など
を進めます。

●認知症根本治療薬の開発・早期実用化や最先端の技術
を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認
知症の人の心身の特性に応じたリハビリや予防・介護方
法に関する研究を進めるため、認知症研究開発費を大幅
に拡充します。
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⑵ 安心で質の高い医療提供体制の構築など
●地域医療介護総合確保基金を確保し、医療機関の集約
化と重点化を行うとともに、病床の機能分化・連携、在宅
医療の推進や介護分野との連携など、地域医療構想の実
現に向けた取り組みを支援します。

●医師偏在対策を進めるとともに、タスクシフティング・
シェアリング（業務の移管・共同化）や勤務終了時から翌
日の始業時までに一定の休息時間を設ける勤務間イン
ターバルの導入など医師の働き方改革に向けた支援を
進めます。なかでも医師の働き方について「勤務間イン
ターバル制度」について法制化します。また、医療安全
支援センターの充実強化を図ります。

●医療従事者の確保・定着に向けた勤務環境改善対策等
を強化します。

●高齢者医療制度を含む健康保険の医療費の適正化策
を強化し、すべての世代が公平な負担で医療費を支え合
うことを可能にします。

●2022年度診療報酬改定については、質の高い医療の
確保に必要な改定を行います。

●公明党が主導した脳卒中・循環器病対策基本法に基づ
き、循環器病の予防を進めるとともに、循環器病を発症
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した疑いがある場合の搬送および医療機関による受け
入れを迅速かつ適切に実施します。また、脳卒中発症後
4～5時間以内に専門病院でt-PA療法（血栓を溶かす薬
<t-PA>を使って脳への血流を回復させる治療法）を受け
ることを含めて、循環器病患者に対する良質かつ適切な
リハビリテーションを含む医療を迅速に提供する体制
を強化します。さらに、循環器病の予防、診断、治療、リ
ハビリテーション等に係る研究等を推進します。

●医療的ケア児が安心して暮らすことができるよう、判
定基準の調査研究を進め、次期報酬改定に反映させるな
ど医療支援の充実を図ります。

●地方での出産、子育て環境において欠かすことのでき
ない産婦人科医師の不足を解消するため、医療提供体制
の効率化や産婦人科医師の養成、勤務環境の改善等を推
進します。

●現役世代が仕事と治療を両立できるよう、病院の待ち
時間の改善に向けて、AIの活用等の研究を推進します。

●献眼および献腎移植等を推進し、待機期間の短縮をめ
ざします。

●日本発の優れた医薬品・医療機器・再生医療等製品の
開発と事業化を推進します。
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●ICTによる医療情報連携や診断支援などによる医療現
場の負担軽減、IoT機器による健康データ管理による生
活習慣病の予防、AIによる健康相談システムの構築等
で、医療現場の働き方改革を進めるとともに、超高齢化
社会に備えた先進的なヘルスケアシステムを構築しま
す。

●2020年度からマイナンバーカードが健康保険証とし
て活用できるようになるのを契機に、健康診断を「受け
ている」「受けていない」で保険料（保険税）を見直す等、
一人一人の健康増進への努力を国民健康保険制度に連
動させる仕組みの構築をめざします。

⑶ がん対策の強化
●がん対策をさらに強化するため、がん対策推進基本計
画に基づいて自治体や職域での検診を後押しし、がん検
診受診率50％以上の達成をめざすとともに、リスクの高
い人に介入するリスク検診の導入をめざします。

●改正健康増進法を踏まえ、飲食店等における喫煙専用
室等の整備費用に関わる助成などの支援に取り組み、オ
リンピック・パラリンピック開催地で“常識”になってい
る受動喫煙防止対策を強化します。

●放射線療法・化学療法の普及と専門医を育成するとと
もに、医学物理士など理工系人材を含め、がん医療に携
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わる専門医療人を養成する「がんプロフェッショナル養
成プラン」を後押しします。患者の痛みや辛さを除去す
るするため、がんを担当するすべての医師へ緩和ケア研
修等を実施し、医師等による小中高校生など学校におけ
るがん教育や、がん登録の周知等にも取り組みます。

●希少がん、難治性がん、小児・AYA（思春期・若年成人）
世代などのがん患者に対する支援を強化するため、多様
なニーズに対応できる情報提供や緩和ケア診療体制の
整備、有効性の高い治療法の研究開発を推進します。

●膵がんや遺伝性乳がん・卵巣がん症候群などの診断が
困難ながんの医療の質を高めます。

●若い夫婦が、がん治療に当たり、卵子や精子、受精卵を
凍結保存する「妊よう性（妊娠するための力）温存」を選
択できるよう支援します。

●「がんとの共生」をめざした療養環境の支援や、がん患
者の就労支援に加え、相談体制や経済支援の強化、NPO 
法人等の育成支援に取り組みます。また誰もが、がん患
者の外見ケア(アピアランスケア)に関する情報を適切
に得られ、必要なケアが受けられるよう、医療者向け教
育プログラムの構築と人材育成を進めます。

●傷病手当金について、治療が長期に及ぶがん患者にと
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って使いやすい制度とするため、累積で１年６カ月の受
給が可能となる仕組みを構築します。

●がん治療における「免疫療法」を推進するため、「がん
免疫治療研究センター」の創設など研究開発体制を強化
します。

●がん治療におけるゲノム医療を推進するために、研究
開発の支援とともに、研究初期段階から知財戦略を立
て、研究成果から得た知財を適切に管理できる制度とマ
ネジメントができる人材を揃える体制整備を行います。
がんゲノム情報を活用し、産官学での連携を通して、創
薬と治療に活用できる環境整備を行うとともに、知的財
産のオープンクローズ戦略を担う人材育成を支援、推進
し、若手研究者、技術者が活躍できる環境整備に取り組
みます。

●女性のがん患者とその家族等の生活をサポートし、妊
よう性の相談・対応、遺伝カウンセリング、アピアランス
の相談・支援、小児・思春期・若年成人のサポートなどを
行う「レディースセンター」の全国展開を進めます。

●小児がんなどの長期入院が必要な高校生に対し、教育
の機会を保障できるよう、入院先への教師派遣やタブレ
ット端末などのICTを活用した遠隔教育などを推進しま
す。さらに、入院前からの病院と学校との連絡・調整や、
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退院・自宅療養時における復学のための支援を進めます。

⑷ �生活習慣病の合併症予防を含む重症化予防対策の強
化

●メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防
と改善を目的にした特定健診の充実や効果的な先進事
例の普及拡大など、生活習慣病の重症化予防を図りま
す。

●生涯を通じた歯科健診の充実、入院患者や要介護者に
対する口腔機能管理の推進など、歯科保健医療の充実に
取り組みます。

●糖尿病や慢性腎臓病の予防と合併症の重症化予防を
強化して、健康寿命の延伸を進めます。

⑸ 介護サービスの充実
●誰もが住み慣れた地域で安心して老後を暮らせるた
めに、医療、介護、住まい、生活支援サービス等の支援を
地域の中で一体的に受けられる「地域包括ケアシステム」
の構築を加速します。特に、高齢者が一人一人に合った
形で、地域の中で社会とつながり社会参加することへの
支援を充実していきます。

●急増する高齢者のニーズに対応し、生活支援サービス
などを確保するため多様な担い手による地域の支え合
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いの体制づくりを進めます。そのため、地域医療介護総
合確保基金を活用し、各自治体の地域支援事業（介護予
防・日常生活支援総合事業）の取り組みを支援します。

●介護支援にポイントを付与する「ボランティア・ポイ
ント」の普及促進や元気な高齢者への「お元気ポイント」
付与をめざします。

●高齢者の「通いの場」を中心とした介護予防・フレイル
対策と生活習慣病等の疾病予防・重症化予防を一体的に
実施する取り組みを推進します。

●必要な地域医療介護総合確保基金を確保の上、介護職
のイメージアップや参入促進などを進めるとともに、介
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護人材のキャリアアップのための研修等の支援を強化
します。併せて、離職防止や生産性の向上、人材のすそ
野を広げる取り組み、外国人材の活躍できる環境整備な
ど、あらゆる施策を総動員して介護人材の確保に取り組
みます。

●介護離職ゼロに向け、介護従事者の処遇改善や再就職
支援、介護福祉士養成や学生等に対する支援などで必要
な人材を確保します。

●介護事業所等のICT化による業務の効率化、情報の共
有化を進め、介護従事者等の負担軽減とサービスの質・
生産性の向上を図ります。

●新たな機器の開発や見守りを含めた介護ロボット等
の効果的な活用により、高齢者や家族等の負担を軽減す
るとともに、障がい者や高齢者がロボットを用いて生活
の質を向上させる取り組みや、ロボット介護機器の海外
展開を推進します。

●誰もが介護者となりうる現状において、介護する人（ケ
アラー）が孤立することなく、当たり前の社会生活を送
れるよう、介護者を支援するための施策を総合的に推進
します。

●消費税率を10％に引き上げる財源を活用して実施す
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る「低所得高齢者（65歳以上）の介護保険料のさらなる負
担軽減措置」を着実に実施します。

⑹ 感染症対策の推進
●ワクチンや治療薬開発の研究体制整備を強化するた
め、エボラウイルスをはじめとする一種病原体等を取り
扱うBSL-4施設の指定および稼働について、地域住民お
よび関係自治体の理解を得つつ、取り組みを進めます。

●肝炎ウイルス検査体制を確保し、相談や職員の健康診
断における啓発の実施、初回精密検査についての助成な
どにより、肝炎ウイルス検査の受検を促進します。2018
年12月に開始された重度肝硬変および肝がん患者を対
象とした公費負担を伴う治療研究事業については、指定
医療機関の確保を進め、各都道府県における事業の周知
などにより事業参加の患者数を増やします。併せて、実
施状況を見ながら、事業の拡充を検討します。

⑺ HTLV-1総合対策の推進
●全国の妊婦健診におけるHTLV-1(※)抗体検査の着
実な実施と、感染が判明した母親への適切な保健指導
（断乳等）により、母子感染を防止します。
※HTLV-1（ヒトT細胞白血病ウイルス1型）：感染者は国
内で約100万人といわれ、発症するとATL（成人T細胞
性白血病）やHAM（HTLV-1関連脊髄症）を引き起こす。
主な感染経路は母乳による母子感染であり、国はこれを
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防ぐために、赤ちゃんへの母乳を与えずに、粉ミルクで
育てるよう推奨している。

●鹿児島市や鹿児島県等で実施されている助成事業で、
HTLV-1ウイルスに感染している母親に対して粉ミルク
を支給することで母子感染のリスクを最小限にし、ミル
クの受け渡し時の子育て相談等により安心の子育てを
支援する「ミルクサポート事業」を全国展開します。

●HTLV-1キャリアやATL・HAM患者の診療ガイドライ
ンの策定と医療提供体制の整備を進めるとともに、
HTLV-1キャリアや患者に対する相談支援体制を充実し
ます。「HTLV-1関連疾患研究領域」として毎年10億円
の予算を安定確保し、戦略的に研究開発を進めます。特
にHAMの画期的新薬となる「抗CCR4抗体」の早期承
認を実現します。

⑻ �難病・小児慢性特定疾病その他の希少疾病対策の強
化

●医療費助成の対象を大幅に拡大した難病関連二法
（※）（難病医療法、改正児童福祉法）に基づく「基本方針」
を踏まえ、さらなる指定難病の対象拡大、難病診療連携
拠点病院や移行期医療支援センターなど難病医療提供
体制の構築、効果的な疫学調査や病態解明、新規治療法
の研究開発、難病対策地域協議会や難病相談支援センタ
ーの機能強化、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
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の実施など、新たな難病対策を強力に推進します。
※難病関連二法の成立により、医療費の助成対象が従来
の56から333疾病、子どもの難病（小児慢性特定疾病）は
514から756疾病と、大幅に拡充されている。

●難病関連二法施行後５年の見直しにおいては、指定難
病の軽症者が重症化した際には速やかに医療費助成が
受けられるよう、指定難病軽症者を登録する新たな仕組
みを創設するなど、さらなる難病対策の充実を図ります。

●「線維筋痛症」「軽度外傷性脳損傷」など国民から新た
な「疾病」として確立の要請が強い病態への対策を総合
的に進めます。また、難病患者の就労支援に取り組みま
す。

●脳血管疾患や脳外傷等を受傷した「高次脳機能障害」
の方たちが、発症から治療後の生活まで、それぞれのラ
イフステージに合わせた支援が適切に受けることがで
きるよう、医療・介護・福祉における支援体制の整備を推
進します。

⑼ アレルギー疾患対策の推進
●「アレルギー疾患対策基本法」に基づく基本指針、アレ
ルギー疾患医療提供体制の在り方を踏まえ、全国どこで
も適切な医療が受けられるように、アレルギー疾患医療
中心拠点病院に対する支援事業を継続するとともに、都
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道府県拠点病院モデル事業の横展開で都道府県拠点病
院の指定を増やします。また、アレルギー情報センター
事業を拡充し、アレルギー疾患に関する適切な情報提供
体制を構築します。

●リウマチ・アレルギー特別対策事業を拡充し、医療従
事者、保健師、栄養士、助産師、学校・児童福祉施設等の
教職員等への研修会の実施、正しい知識の普及啓発等の
支援を充実します。最新の「小児のアレルギー疾患保健
指導の手引き」を活用した適切な保健指導の徹底、学校・
保育所での「対応ガイドライン」による教職員等への普
及啓発を強力に進めます。

●「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」に基づき、疫
学研究、基礎研究、治療法開発、臨床研究を総合的に進
めます。スギ花粉症については、根本治療法である「舌
下免疫療法」の普及を図るとともに、その他のアレルギ
ー疾患に対する免疫療法の開発を強力に推進します。

●公明党の主導で医療機関におけるパウダー付き手袋
が流通停止されたことを踏まえ、医療現場でラテックス
アレルギー（医療用手袋などに使われている天然ゴムの
成分によるアレルギー）などの安全対策を強化します。

⑽ 生殖補助医療に関する支援の拡充
●生殖補助医療法案の成立を主導するとともに、不育症
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や不妊治療への助成や「不妊専門相談センター」の設置、
働きながら不妊治療できる環境づくりも推進します。ま
た、不妊治療における研究の進展を推進し、より適切で
効果のある治療を受ける機会の導出を後押しします。

⑾ てんかん医療の向上
●100人に１人が発症するとされる、てんかんについて、
十分に整備されていない医療体制や患者が全国どこで
も安心して相談、就労支援が受けられる体制の整備、誤
解や差別の解消に向けた教育の充実など、総合的なてん
かん対策を推進します。また、難治性てんかんに対して、
大麻由来薬物の治験を推進し多様な治療法の選択と特
殊ミルク（ケトン・フォーミュラ）の安定供給を確保しま
す。

⑿ 再生医療の安全性確保と推進
●「iPS細胞」等による再生医療を迅速かつ安全に受けら
れるよう、先進的な研究開発への助成等の支援、臨床研
究や治験環境の整備、承認審査の迅速化、専門的知識を
有する人材の確保と養成などを推進します。

●骨髄バンク、さい帯血バンクの運営に必要な予算を十
分確保するとともに、患者・ドナー情報登録支援事業を
着実に推進します。合わせてiPS細胞ストック構想に、
さい帯血を活用するために必要な体制整備に取り組み
ます。
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●iPS細胞等を用いた再生医療研究やがん研究、感染症
研究を加速し、健康長寿社会の実現に貢献します。

●造血幹細胞移植により免疫を失った人に対して同じ
ワクチンを再接種する場合、予防接種法の定期接種の一
つと位置付けるなど費用負担の軽減を図ります。

⒀ ワクチンの定期接種の拡大
●おたふくかぜ、ロタウイルス（乳幼児の急性重症胃腸
炎の主な原因ウイルス）ワクチンについて、より高い安
全性を確保し、定期接種化を進めます。

⒁ 性差医療の推進
●性差医療の研究を進める拠点の創設、女性の健康に関
する相談体制の強化などに取り組みます。

⒂ 高齢者の移動手段の確保と安全運転支援
●高齢者が安全で安心して運転することができるよう、
自動ブレーキを搭載した「安全運転サポート車（サポカ
ーS）」や後付けの「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」
の普及・促進を図ります。特に、車の買い替えは高齢者に
とって経済的負担が大きいことから、例えば、高齢者に
限定した「安全運転サポート車」や、「ペダル踏み間違い
時加速抑制装置」等の購入支援に向けた検討を進めま
す。
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●高齢ドライバーの交通事故を抑制するため、「安全運
転サポート車」限定免許の導入や運転能力に応じた限定
条件付免許の導入など、高齢者の特性等に応じたきめ細
やかな対策の強化に向けた運転免許制度のさらなる見
直しを図ります。

●75歳以上の高齢者の免許更新時の認知機能検査にお
いて、認知症の恐れがあると判断された方に対する医師
の診断体制を確保します。また、高齢者講習の実施体制
の強化を図るため、認知機能検査に加えて、免許更新時
の実車試験の導入等を進めるなどの対策を講じます。

●保健師や介護士などの医療系専門職員等による運転
適性相談のさらなる充実を図るなどにより、運転免許証
を自主返納しやすい環境整備を推進します。

●運転免許証を自主返納した高齢者の移動手段を確保
するため、バスやタクシー、鉄道等の運賃割引等を実施
する地方自治体や交通事業者の取り組みを関係主体と
連携し強力に進めます。また、タクシー型の「シルバー
パス」を付与するなど、高齢者の移動手段におけるさら
なる支援策の検討を進めます。

●高齢化が進行する地方や中山間地域等において、高齢
者等の新たな「生活の足」を確保するため、「道の駅」等
を拠点とした自動運転システムによる新たなモビリテ
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ィ（移動）サービスの導入とともに、最寄駅等と最終目的
地の間を、小型カートや遠隔操作の小型バス等の自動運
転移動サービスで結ぶ「ラストマイル自動走行」などの
実証実験を加速し早期実用化をめざします。

●地方部における高齢者の移動手段の確保や観光振興
など、交通の低炭素化と併せて地域の課題解決を図るた
め、時速20km未満で公道を走る４人乗り以上の電動モ
ビリティである「グリーンスローモビリティ」のさまざ
まな地域への導入を進めます。

⒃ �住みよいまちづくり、安全・安心の地域公共交通ネッ
トワークの確保

●少子・高齢化が進む地方部等において、高齢者や子育
て世帯等が安心して暮らせるように、生活機能を集約す
る「コンパクトシティ」の推進や、地域包括ケアシステム
と連携した「健康・医療・福祉のまちづくり」等の取り組
みを推進します。

●少子・高齢化や過疎が進む地域における高齢者や要介
護者等の移動の足となるコミュニティーバス、デマンド
型乗合タクシー、自治体やNPO等が主体となった自家
用有償旅客運送等の「地域公共交通ネットワーク」の維
持・確保を進めるとともに、地域におけるまちづくりと
一体となった連携・協働の取り組みが円滑に進むようサ
ポートします。
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●子どもや高齢者等の歩行者等が安心して通行できる
生活道路や通学路等の交通安全対策を進めるため、子ど
もや高齢者等が日常的に利用する道路等について点検
するとともに、車止めとなるガードレールやポール等の
設置や白線等の整備、路側帯・交差点のカラー化、道路標
識の大型化・高輝度化、区域（ゾーン）を定めて時速30㎞
の速度規制する「ゾーン30」の整備等、さまざまな対策
を加速化します。

●AIやビッグデータ等の活用によって、潜在的な危険箇
所や安全対策が必要な箇所を特定・抽出し、効果的な対
策を講じます。

●踏切の安全対策を進めるため、連続立体交差化等によ
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り踏切の除却を促進するとともに、踏切内に障害物があ
ることを感知して電車に知らせるセンサーの増設や、踏
切の歩道部分と車道部分をカラー舗装によって区別す
る等の取り組みを推進します。

●環境に優しく、交通混雑の緩和や健康増進等を促進す
る乗り物である「自転車」の安全で快適な活用を推進す
るため、自転車活用推進計画に基づく、自転車通行スペ
ースや駐輪場（バイク含む）の整備・拡充、交通安全対策
の推進や自転車保険加入の促進、サイクルスポーツの普
及による健康増進、サイクルツーリズム（自転車を活用
した観光）の推進等の取り組みを進めます。

●将来的なAIや自動運転等の新たな技術開発を進める
とともに、大都市や都市近郊、地方郊外、過疎地域、観光
地等のさまざまな地域ごとに異なる課題やニーズに対
応し、車やバス、鉄道等のさまざまな移動手段を一つの
サービスとして提供する「日本版MaaS（マース）」の実
現をめざした新たなモビリティサービスの導入・社会実
装の推進を図ります。

●ICT等の新技術を活用したまちづくりの取り組みであ
る「スマートシティ」、民間と連携した空き家や空き室を
利活用する「リノベーションまちづくり」、豪雪地域にお
ける融雪に下水熱を活用する等の「下水熱を活かしたま
ちづくり」、自然環境を生かした魅力ある地域づくりを
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進める「グリーンインフラ」等の取り組みを推進します。

●中高年齢者が、地域住民と交流しながらアクティブな
生活を送りつつ、必要に応じて医療や介護を受けること
ができる「生涯活躍のまち（日本版CCRC）」づくりを全
国500カ所に拡大します。

●少子高齢化や過疎化が急速に進展する中、郵便局を郵
便や金融のユニバーサルサービスだけでなく、地域の安
全・安心、さらには地方創生の拠点として活用します。郵
便局ネットワーク維持のために、いわゆる上乗せ規制撤
廃や経営の自由度拡大などの経営基盤強化を図るとと
もに、ネットワーク維持のためのコストの適切な負担の
在り方などについて検討、措置します。

⒄ �バリアフリー（障壁の除去）の推進、ユニバーサル社会
（共生社会）の実現
●2020東京大会の開催に向けて、「ユニバーサルデザイ
ン2020行動計画」に基づくさまざまなバリアフリー施
策を加速するとともに、障がい者と健常者を分け隔てな
いインクルーシブな社会づくりを進め、誰もが安心して
暮らせ、生き生きと活躍できる真の「ユニバーサル社会
（共生社会）」の実現をめざします。

●バリアフリーの推進について、国民の理解・協力を進
める「心のバリアフリー」を推進するため、国民全体に向
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けた広報活動、ヘルプマーク等の普及・促進、学校教育や
民間企業等を巻き込んだ国民の意識改革を進めます。ま
た、高齢者や障がい者等の介助体験や擬似体験、バリア
フリー化された施設の体験等の「バリアフリー教室」の
開催等の施策を推進します。

●鉄道駅における段差解消や点字ブロック、ホーム転落
防止のための「ホームドア」、内方線付き点状ブロックの
設置、分かりやすい案内板、洋式トイレや障がい者対応
型トイレ、子育て支援施設等の設置、エレベーターの大
型化、複数ルートの構築などを推進するとともに、公共
交通事業者の職員の接遇・研修等の取り組みを強化・促
進します。また「新たなタイプのホームドア」に関する
技術開発を進めます。
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●高齢者の割合の高い地域における「バリアフリーのま
ちづくり」の推進に向けて、市町村の取り組みを促進す
るための支援策を講ずるとともに、高齢者や障がい者等
の意見や要望等をていねいに汲み取り反映したバリア
フリー化を進めます。

●高齢者や車いす利用者、ベビーカー利用者や妊娠中の
方など、誰もが利用しやすい「ユニバーサルデザインタ
クシー（UDタクシー）」については、さらなる普及ととも
に、より利用しやすくするための車両改善やドライバー
の研修等の取り組みを進めます。

●貸切バスや高速乗合バスのバリアフリー化を進める
ため、ノンステップバス、リフト付きバスの導入を促進
します。また、新幹線や電車、遊覧船、旅客船等における
車いすのスペースの確保など、バリアフリー施設の整備
等を推進します。

●住宅や建築物等に関するバリアフリー化を促進する
取り組みを支援するとともに、災害時において避難所と
なる学校等の災害弱者に配慮したバリアフリー化を推
進します。また、建築物、道路、都市公園、路外駐車場の
バリアフリー情報の提供を促進します。

●駅前広場やBRT（バス高速輸送システム）の停留所、駅
周辺における道路のバリアフリー化とともに、高速道路
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におけるSA（サービスエリア）や「道の駅」における子育
て応援施設の整備を推進します。また、ICTを活用した
歩行者移動支援（バリアフリー・ナビプロジェクト）の普
及・促進に向けた取り組みを強化します。

●バリアフリーのまちづくりや、景観、防災・減災の観点
から、無電柱化推進計画に基づく通学路や駅周辺の道
路、災害時に救援物資等を輸送する緊急輸送道路、世界
文化遺産周辺の道路等をはじめとした無電柱化の取り
組みを着実に推進します。

⒅ �若者・子育て世帯・高齢者が安心して暮らせる魅力あ
る住まい環境の整備

●若者・子育て世帯・高齢者が、良質な住宅を購入しやす
くする環境整備を推進するため、耐震性や品質、リフォ
ームの実施などの条件をクリアした良質な中古住宅物
件「安心Ｒ住宅」等の既存住宅の流通、リフォーム市場の
活性化と住み替え支援の充実等を促進し「住宅ストック
ビジネス」の活性化を図ります。

●「新たな住宅セーフティネット制度」に基づき、高齢
者、障がい者、若者・子育て世帯、低所得者等の住宅確保
要配慮者が、安心して空き家や民間賃貸住宅等に円滑に
入居できるようにするため、「登録住宅」の改修補助と
「居住支援法人」の指定促進と活動支援、入居者への経済
的支援等の居住支援を一層強化します。
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●UR（都市再生機構）賃貸住宅の居住者の方々にとっ
て、安心して暮らしやすい居住環境を実現するため、家
賃の減額が可能な高齢者向け住宅に係る支援制度の拡
充とともに、近居割や子育て割等の活用を促進し、子育
て世代等の入居を推進します。また、入居者サービスの
向上、コミュニティー施設や子育て支援施設等の充実、
エレベーターやスロープの設置等のバリアフリー化を
進めるとともに、地域の医療福祉拠点化を推進します。

●マンション住民の高齢化や非居住化による管理組合
の担い手や修繕積立金の不足等の課題が進むマンショ
ンの「適正な管理」の実現とともに、長期修繕計画に基づ
く「適時適切な修繕」が実施される仕組みを構築します。
また、老朽化の進むマンションについては、住民の多様
なニーズに対応しつつ、「マンション再生（改修・建て替
え・売却等）」を円滑化するための取り組みを関係主体と
連携して推進します。

●省エネ住宅・建築物を普及するため、ZEH（ゼロエネル
ギー住宅）をはじめとした省エネ性能の高い住宅の普及・
促進とともに、住宅の長寿命化に向けて、長期優良住宅
化リフォームや中小工務店等の連携による長期優良住
宅の整備に対する支援を促進します。

●IoT住宅(さまざまなモノのインターネット技術を活
用した次世代住宅）、高齢者に優しいバリアフリー住宅
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の住生活関連ビジネスを進めるとともに、消費税率引き
上げに伴う住宅需要の変動対策を確実に実行して、住宅
関連市場の新たなけん引力を創出します。

⒆ �空き家や空き地、所有者不明土地の問題対策の推進
等

●空き家や空き地、所有者不明土地等を有効活用する等
の対策を推進します。市町村の空き家等の利活用等の対
策への支援や「全国版空き家・空き地バンク」のさらなる
情報・内容等の充実等を進めます。また、「空き家再生等
推進事業」を活用し、古民家をはじめとした空き家を滞
在体験施設や資料館等に改修する等の取り組みを推進
します。 

●所有者不明土地については、発生抑制・解消に向けて
の検討を着実に進め、民事基本法制の見直しと併せて、
土地に関する基本制度等について必要な制度改正を実
現します。

●所有者不明の場合等の調査を含めて「地籍調査（一筆
ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、土地
の境界と面積を測量する）」を円滑かつ迅速に進めるた
めの措置について検討し、国土調査に関する必要な制度
改正を実現します。

●「表題部所有者不明の土地」や「長期間、相続登記が未
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了の土地」については、登記官による解消作業を進めま
す。また、相続登記を促進するため「法定相続情報証明
制度」や、司法書士を中心とした「登記専門家」の活用と
ともに、自筆証書遺言を法務局で保管する「遺言書保管
制度」の円滑な導入等を進めます。

●大都市や地方都市の再開発事業等の円滑化や東日本
大震災からの復興を進めるため、大都市等や東北被災地
における「登記所備付地図（各土地の位置および区画を
明確にする地図）」の作成作業を、重点的に実施します。
また、土地の境界を特定する「筆界特定制度」の活用によ
って、効果的な「登記所備付地図」の整備を推進します。

⒇ 高齢者の就労環境整備
●人生100年時代における高齢者の多様な就労を可能
とするため、継続雇用年齢の引き上げについて、70歳ま
での就業機会の確保に向けた議論を進めます。また、定
年延長や継続雇用の延長を行う企業への支援や、高齢期
の再就職・起業への支援を拡充します。さらに、シルバー
人材センターや有償ボランティアをはじめ地域におい
て高齢者が活躍できるよう環境整備を進めます。

㉑ 年金のセーフティネット機能の強化など
●低年金者への福祉的な措置として、最大月額5,000円
（年６万円）を支給する「年金生活者支援給付金」の円滑
な実施に取り組みます。同給付金の実施状況等を踏ま
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え、さらなる拡充を検討するとともに、障害基礎年金の
加算など所得保障の充実に取り組みます。

●人生100年時代を見据え、働き方の多様化に対応する
ため、本人の希望による年金受給開始年齢の多様化や、
高齢者の就労を進めるための在職老齢年金制度の見直
し、被用者年金のさらなる適用拡大を進めます。

●厚生年金等の未加入問題に取り組むとともに、マイナ
ンバー制度（社会保障・税番号制度）を活用して「免除制
度」の確実な適用を図るなど、国民年金等の未納・未加入
問題の解消へ取り組みます。
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④
一
人
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近年、自然災害は激甚化・頻発化し、
各地で甚大な被害をもたらしていま
す。
公明党は、「防災・減災ニューディー
ル」を提唱・推進し、その後の日本の
防災・減災対策、インフラ老朽化対
策、災害弱者に配慮した防災対策等
の取り組みを大きく進めてきました。
「一人の生命を守り抜く」─そのため
に公明党は、「防災・減災・復興」を
「政治の主流」に位置付け、防災意識
を高める教育を含めて「社会の主流」
に押し上げていきます。
災害による被害を最小化するという
観点から、地域防災力の向上、防災
人材の育成、災害対応力のさらなる
強化等を推進し、過去の教訓を生か
しつつ、ICTやAI等の新技術の利活
用を加速させ、社会のあらゆる知恵
を総動員し、世界一災害に強い「防
災大国」を構築します。
東日本大震災、熊本地震等の被災地
の再建を加速し、発災前を上回る発
展につなげていく「創造的復興」を成
し遂げ、「人間の復興」を実現します。
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⑴ �防災・減災対策、国土強靭化の推進、災害対応力の強
化

●地震、台風、豪雨、豪雪、土砂災害、火山等の自然災害
から国民の生命と暮らしを守るため、道路や橋、堤防、鉄
道や港湾、空港、上下水道の管路等のインフラ設備や関
連施設等の耐震化・長寿命化・老朽化対策や、さまざまな
防災・減災対策とともに、地域経済に活力と成長をもた
らす「防災・減災ニューディール」を強力に推進します。

●昨年（2018年）の一連の自然災害からの課題や教訓を
踏まえた「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対
策」を国と地方のネットワークにより効果的に実行しま
す。また、緊急対策を講じた後も、国土強靱化基本計画
に基づき、必要な予算を確保した上で、防災・減災、国土
強靭化を引き続き強力に推進します。
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●堤防の整備・強化、河川区域内に繁茂する樹木等の伐
採、河道掘削、危機管理型水位計の設置等による「河川
の洪水・氾濫対策」、砂防えん堤（砂防ダム）の整備・改良、
道路の法面・盛土対策や道路拡幅、ため池の改修・補強等
による「土砂・流木災害対策」、調整池や雨水貯留施設の
整備、排水施設の補修等による「浸水対策」等のさまざま
な治水対策を総合的かつ強力に推進します。また、「中小
河川緊急治水対策プロジェクト」を着実に推進するとと
もに、ゼロメートル地帯等の低平地における河川の氾濫
による堤防決壊を防ぐため「高規格堤防（スーパー堤防）」
の効率的な整備を推進します。

●避難所や防災拠点として活用される自治体庁舎や公
民館、学校の校舎や体育館、特別教室等の公共施設にお
ける適切な耐震補強・改修、エアコン設置、老朽化対策等
を進めます。

●学校や幼稚園、社会福祉法人等の施設や通学路等に存
在する「危険なブロック塀」の撤去・改修を推進します。
また、空き家をはじめとする民間所有のブロック塀等の
安全対策を推進します。

●災害時における人流・物流等の輸送ルート確保のため
の交通ネットワーク（道路、鉄道、航空、港湾等）を強化し
ます。そのため緊急輸送道路の整備や、迂回用の代替道
路等の整備によるリダンダンシー（多重性）の確保、幹線
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道路のミッシングリンク（未整備区間）の解消を推進し
ます。

●鉄道駅や橋梁等の耐震・豪雨対策、海上空港の護岸か
さ上げ等の浸水対策や電源設備等の地上化・水密化、港
湾の高潮対策や航路啓開等の取り組みとともに、「BCP
（事業継続計画）」を踏まえた緊急対応、避難対策、機能回
復や早期復旧等の取り組みを推進します。

●災害時における食料供給、ライフライン（生活に不可
欠な電気、ガス、水道等の供給路）、サプライチェーン（商
品やサービス等の供給網）の確保等の対応力の強化や復
旧の迅速化を図ります。また、関連施設における「非常
用発電設備」の設置をはじめとする大規模停電（ブラッ
クアウト）防止対策の推進とともに、地域住民の燃料の
供給拠点となる「住民拠点サービスステーション（住民
拠点SS）」の整備を推進します。

●平時には防災訓練や研修、防災備蓄等の場であり、広
域的な災害が発生した際には、災害対策活動の場や被災
住民の避難地の拠点となる「地域防災拠点」や「広域防
災拠点」等の整備を進めます。

●災害現場における実働部隊（自衛隊、警察、消防、海上
保安庁、TEC-FORCE=緊急災害対策派遣隊=、DMAT=
災害派遣医療チーム=等）の体制・機能の拡充・増強とと
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もに、実践的な訓練等を通じた連携強化を図ります。

●さまざまな自然災害の対策を想定した「BCP」の策定・
運用が進まない中小・小規模事業者に対して、BCPの普
及・啓発や、策定・運用を支援する取り組みを促進します。
また、BCPに基づいた非常時の対応力、防災・減災対策
を強化し、非常時における従業員等の安全対策、商品や
サービス等の供給力の維持を図ります。

●農山漁村地域の防災・減災のために、農業用ため池の
保全・管理の強化、耐候性ハウスの導入・みかん等樹園地
の改良、漁港の耐震化等を支援します。また、農業競争
力の向上に向け、農地の大区画化・汎用化、水利施設の長
寿命化を推進します。

●都市部における地震等の災害発生時の、帰宅困難者等
に対する関係機関等が連携した総合的な対策とともに、
高齢者、子ども、障がい者、外国人等の災害弱者の一時
滞在施設の確保等の対策を推進します。

●災害時の鉄道駅や電車内、空港、地下鉄、地下街等に
おける避難誘導対策や早期救出等の対策とともに、エレ
ベーター停止による「閉じ込め」の対策として、揺れを感
知すると最寄り階で自動停止する「地震時管制運転装
置」が導入された新型のエレベーターへの改良整備の促
進や早期救出・復旧体制の構築等の取り組みを推進しま
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す。

●災害時の地域の消防力向上を図るため、消防・救急体
制の整備・充実とともに、市町村等の広域連携体制を強
化します。

●火山災害対策として、噴火によって発生した火山泥流
等への対処、降雨による土石流の発生に備えるため、さ
まざまな火山対策施設等の設置とともに、噴石から登山
者等の身の安全を確保するために「退避壕・退避舎」等の
整備を進めます。また、火山噴火時における住民や登山
者の安全を確保するため、火山災害警戒地域に指定され
た火山（現在、全国49火山）における市町村の火山防災
対策を推進するとともに、大規模噴火時における首都圏
等を含む広域の降灰に対する応急対策を進めます。

●災害時に発生する廃棄物対策については、住民の健康
や衛生環境の安全・安心等を確保するため、適正かつ円
滑・迅速に処理する体制を確保するとともに、分別、選
別、再生利用等による減量化の取り組みを進めます。ま
た、廃棄物処理施設の耐震化や浸水対策等を進めるとと
もに、災害廃棄物対策に関する教育訓練や人材育成にも
努めます。

⑵ 分かりやすい災害情報・避難情報等の提供
●災害発生時に、住民に分かりやすい災害情報や避難情
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報、公共交通機関の情報等の提供の充実を図るため、ケ
ーブルテレビの光化やラジオ放送ネットワークの災害
対策の推進等、情報通信基盤の強靭化を進めるととも
に、緊急速報メール、テレビやラジオ等のメディア、スマ
ートフォン向け情報サイトやアプリ等の連携や活用、機
能強化等の推進を図ります。

●気象、地震・火山監視機能の強化、防災気象情報の改
善・一層の利活用促進に取り組むとともに、防災気象情
報や避難情報と連動した住民の避難対策を進めます。

●高齢者や外国人の方々に、必要な情報を確実に届けら
れるようにするための情報伝達の環境整備を図る「情報
難民ゼロプロジェクト」を推進します。特に、高齢者等
の災害弱者の方々へのきめ細やかな情報提供を行うた
め「防災行政無線等の戸別受信機」の普及・促進や、コミ
ュニティー放送を活用した「自動起動ラジオ」の周知・展
開等を図ります。また、外国人旅行者等については、多
言語対応のコールセンター、災害情報を通知するスマー
トフォン向けアプリ、鉄道や空港の情報提供等の機能、
体制を強化します。

●災害発生時において、避難勧告・指示等の災害情報を
発信する地方自治体や電気、ガス、水道等のライフライ
ン事業者等と、災害情報を住民に伝えるテレビ、ラジオ
等の放送事業者やスマートフォン等の通信事業者等を
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結ぶための情報共通基盤「Lアラート（災害情報共有シス
テム）」について、関係機関によるさらなる利活用を推進
します。

●緊急地震速報等の自然災害情報や、弾道ミサイル情報
等の国民保護情報といった対処に時間的余裕のない事
態に関する緊急情報を、住民に瞬時に伝達するため、市
町村の防災行政無線等の自動起動や、携帯電話・スマー
トフォンによる緊急速報メールの送信等の「全国瞬時警
報システム（Jアラート）」の安定的な運用に向けた取り
組みを推進します。

●災害時に、住民等が自治体の発信する災害情報を確実
に得られるようにするため、自治体が持っているさまざ
まな伝達手段（緊急速報メール、Lアラート、防災行政無
線、SNS、ホームページ等）への「一斉送信機能」を導入
する自治体を1,000団体にします。

●災害時に、スマートフォン等で家族の安全確認や緊急
連絡、災害情報等を得るための「無料公衆無線LAN」に
ついて、2020年までに、避難所・避難場所に指定された
学校等を含む全国各地の防災拠点（約３万カ所＝整備済
みを含む）に整備します。

⑶ 災害医療体制の強化
●災害時における救助・救急、医療活動等の対応力の強
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化を図るため、医療機関、施設等における「BCP」の策定
とともに、BCPに基づく研修・訓練等の取り組みを推進
します。また、各自治体における災害拠点病院と地域の
救急医療を担う病院との連携を推進し、災害時の医療提
供体制の充実・強化を図るとともに、海上自衛艦の災害
時病院船としての活用等の取り組みを進めます。

●災害拠点病院、救命救急センター、周産期母子医療セ
ンターの給水設備の強化、非常用自家発電設備の整備と
ともに、在宅の人工呼吸器使用患者に対して貸与可能な
簡易自家発電設備や、社会福祉施設等の非常用自家発
電設備の整備を促進します。

●災害拠点病院、社会福祉施設等の耐震化等を進めると
ともに、災害時に被災した医療機関の支援に必要な情報
をより迅速に収集・提供するため、医療機関等が利用す
るEMIS（広域災害・救急医療情報システム）の機能を拡
充します。

●DMAT、DPAT（災害派遣精神医療チーム）の拡充とと
もに、その他の保健医療活動チームとの連携を強化しま
す。また、各地域（都道府県、市町村）に配置される「災害
医療コーディネーター」体制等を強化します。

●ドクターヘリや消防防災ヘリの配備や連携強化、災害
時の運用強化等を図るとともに、操縦士や整備士の育
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成・確保に取り組みます。また、医療機関が救急現場等に
医師や看護師を派遣するドクターカーの普及を促進し
ます。

⑷ 被災者に寄り添う支援の充実
●女性・子ども・障がい者・高齢者等の災害弱者に寄り添
った被災者支援とともに、福祉避難所の確保等を進めま
す。また、避難所等の防災拠点施設における男女別トイ
レや授乳、着替えの場所の確保等の女性の視点からの環
境整備とともに、避難所の運営体制や防犯対策の強化、
適切な情報提供、総合相談窓口の早期設置、エアコン設
置、災害時のペット対策等の取り組みを推進します。ま
た、災害時の外国人対応の対策も進めます。

●被災自治体等における水、食料、携帯トイレや簡易ト
イレ、簡易ベッド、段ボールベッド、生活必需品、乳児用
液体ミルク、医薬・医療品、多機能ラジオ、ライフジャケ
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ット、非常用電源、スマートフォン等のモバイルバッテ
リー等の充電ツールなどのさまざまな災害備蓄・物資整
備とともに、災害時における支援物資の受け入れや保管、
配布等の体制整備を促進します。また、被災自治体が人
的・物的のさまざまな支援を受け入れるための「受援計
画」の整備・策定も進めます。

●災害時に安心して乳児用液体ミルクを利用できるよ
う、国、自治体での乳児用液体ミルクの備蓄や事業者と
の調達協定の締結の推進を図ります。

●被災経験の少ない地方自治体の職員等が、被災者支援
に関する業務について習熟できるよう、平時より研修を
行う等の取り組みを進めるとともに、災害時のマン・パ
ワー不足解消のため、大規模災害に備えて、被災自治体
のパートナーとして支援する自治体をペアにする「対口
（たいこう）支援制度」のさらなる強化に取り組みます。

●被災現場の最前線で災害対応に当たる者（地方自治体
や民間団体等の関係機関）の意思決定を支援するため、
被災情報や避難所の情報等の災害情報を集約・整理・地
図化し、関係機関（地方自治体や民間団体等）に共有を図
る「ISUT（アイサット＝災害時情報集約支援チーム）」の
効果的な運用と取り組みを推進します。

●被災者一人一人に寄り添い、被災者の個々の事情や被
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災状況に応じた見守りや相談、適切な支援を行う「災害
ケースマネジメント」や、災害ボランティア支援の制度
化をめざします。
●災害時における安全面、衛生面にも配慮した「トイレ
機能」の確保のため、平時から自治体等におけるマンホ
ールトイレや仮設トイレ等の整備を促進します。また、
災害に強い浄化槽を生かした防災まちづくりを進める
とともに、トイレの汚水のみを処理する「単独処理浄化
槽」から、台所や風呂、洗濯等の生活排水にも対応する
「合併処理浄化槽」への転換等、浄化槽の整備を推進しま
す。

●中長期にわたる被災者支援を総合的かつ効率的に実
施するための被災者台帳作成等に関する「被災者の生活
再建支援のためのシステム」については、J-LIS（地方公
共団体情報システム機構）から地方自治体に対し無償提
供されているソフトウェアや民間開発のシステム等の
整備の普及・促進とともに、「被災者台帳の作成等に関す
る実務指針」を活用する等、運用支援のより一層の充実
を促進します。

●災害時における被災者の生活再建のため、地震保険等
の加入促進とともに、被災者生活再建支援法も含めた総
合的な支援制度の在り方を検討します。

●東日本大震災、熊本地震、大阪府北部地震、西日本豪
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雨の際に、被災者が住宅ローン等の債務や借金返済を抱
えていても、義援金が被災者の手元に残るようにするた
めに成立させた「義援金差押禁止法」について、災害が起
こる度に立法措置するのではなく、国会が閉会中でも対
応できるように「恒久法」の成立をめざします。

●災害後の住まいの確保として、一部損壊した自宅の応
急修理の迅速化とともに、自治体が災害時に活用可能な
「空き家」や民間賃貸住宅、公営住宅の「空き室」等を事
前に調査・登録して確保し活用する「みなし仮設住宅」や
移動式木造住宅の応急仮設住宅への活用等による迅速
な住まいの提供等の取り組みを進めます。また、罹災証
明書の発行のための被害認定調査や手続きの簡素化か
つ迅速化、自治体をまたぐ広域避難の受け入れ等の円滑
化も進めます。

●応急仮設住宅における避難生活の長期化等を踏まえ、
被災者が安心して日常生活を送ることができるように
するため、孤立防止の見守りや、生活相談支援、住民同士
のコミュニティーの活性化等の取り組みを推進します。

⑸ 世界一災害に強い「防災大国」の構築
●首都直下型地震、南海トラフ巨大地震等の大規模災害
対策、首都東京の中枢機能の代替バックアップ体制の強
化とともに、中央省庁、地方自治体等の行政機能維持に
係る「BCP」や関連庁舎の耐震化等の危機管理対応力を
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強化します。

●防災・減災対策に、ICTやAI等の新技術を利活用する
取り組みや研究開発等を加速させ、世界一災害に強い日
本を構築するとともに、防災における国際貢献・協力の
取り組みを国連等と連携し推進します。
●政府の防災・減災・復興対策、災害対策を担う司令塔的
な組織を強化し、専門的な防災人材の確保・育成を図り、
緊急体制を整備・強化します。

⑹ 防災意識社会の構築、地域防災力の向上
●自治体や関係機関の「タイムライン（防災行動計画）」
の整備とともに、地方自治体における「地域防災計画」に
基づいた防災・減災対策を強化します。また、住民一人一
人の防災行動計画である「マイ・タイムライン」の普及、
住民に周知・活用される「ハザードマップ（災害予測地
図）」や「防災マップ（避難経路と避難場所を示した地図）」
の整備・普及を促進します。

●ハザードマップのさらなる普及・促進、住民への認知
度や活用の向上を図るため、居住地域をまるごとハザー
ドマップと見立て、生活空間である“まちなか”に水防災
に関わるさまざまな情報（洪水時の浸水の深さや避難情
報等）を表示する取り組みである「まるごとまちごとハ
ザードマップ」を推進します。また、土砂災害の恐れの
ある地域のハザードマップにおいて、「土砂災害特別警
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戒区域」（通称：レッドゾーン）に指定された区域につい
ては、より一層の対策を進めます。

●防災士、消防団、地域防災リーダー等の地域防災を支
える「防災人材」の育成・確保のための支援とともに、女
性や若者の加入による消防団の充実・強化を促進します。
また、地域の防災コミュニティーや、地域住民等による
「自主防災組織」を支援する取り組みを推進します。

●地域住民が平時から地域のリスクを把握し、避難計画
を立てる「地区防災計画」を促進します。特に、災害時に
自力で避難することが困難な高齢者や障がい者等の災
害弱者の避難支援の取り組みを進めます。また、防災訓
練や防災イベントを含めた地域防災教育等、住民一人一
人の災害対応力や防災の知識や技術を養う（防災リテラ
シーの向上）ための取り組みを加速します。

●地震における火災対策として、出火防止のための「感
震ブレーカー」の普及・促進とともに、地域防災として消
火器訓練など「初期消火」を確実に実践できる取り組み
を促進します。

●全国の都市部等に多く存在する木造住宅等の密集地
域の防火対策の促進とともに、道路や公園等の公共施設
整備、共同建て替えによる不燃化、耐震・防火改修の促
進、空き家等の老朽化した建築物の除去等に加え、民間
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の住宅建て替え等を促進することなどにより、密集市街
地の延焼防止性能を一層向上させるための取り組みを
推進します。

⑺ 東日本大震災からの復興、新しい東北の創生
●避難生活の長期化や分散化、応急仮設住宅から災害公
営住宅への転居等、被災者個々の生活状況・ニーズ・課題
に応じたきめ細やかな支援を進めるため、住宅や生活の
再建に向けた相談支援、心身のケアや生きがいづくり、
高齢者等の孤立防止のための見守りや地域コミュニテ
ィー活性化のための「心の復興」の支援事業を進め、被災
者に寄り添い続ける切れ目のない支援を実施します。

●住まいと復興まちづくり、人流・物流の地域公共交通
ネットワークの形成、漁港施設や農地・農業用施設等の
整備とともに、復興支援ネットワークの要となる「復興
道路・復興支援道路」等の2020年度の完工をめざし推進
します。

●産業・生業の再生については、事業者のニーズに応じ
たきめ細やかな支援等を実施し、地域資源を活用した創
造的な産業復興の加速と事業者の自立を支援します。ま
た、商業者の再建と商業施設整備への支援等を通じて
「まちのにぎわい」を創出し、地域の活性化を進めるとと
もに、防災集団移転元地における農業や商業等への利活
用の取り組みを促進します。



参院選 2019

114

●水産加工業については、販路回復等に向け、商談会や
セミナー等の開催のほか、水産加工・流通の専門家によ
る個別指導を踏まえたマーケティングや新商品開発等
への支援を進めます。

●「観光先進地・東北」をめざし、地域や民間と連携した
インバウンド誘客の取り組み、東北観光の魅力発信、国
内外の風評払拭等の取り組みを進め、2020年までに東
北６県への外国人宿泊者数150万人泊の達成とともに、
その先のさらなる飛躍につなげます。特に、福島県が進
める国内プロモーションや教育旅行等の取り組みを推
進します。

●ラグビーワールドカップ2019や、2020東京大会（復
興五輪）等の被災地での競技開催等を通じて、世界中の
人々に復興支援に対する感謝とともに、東北復興の姿や
魅力を国内外に広く発信するため、関連する取り組みを
強力に推進します。

●震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教
訓の後世への伝承とともに、国内外に向けた復興に対す
る強い意志の発信のための「国営追悼・祈念施設（仮称）」
の整備（被災３県それぞれに設置）を推進します。

●復興・創生期間後については、復興庁の機能を継続し、
必要な事業を実施できるように財源を確保し、人間の復
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興をめざし「新しい東北」を創生するため、国が前面に立
った東日本大震災からの復興に取り組みます。

⑻ 活力あふれ、世界が瞠目する福島の再生
●避難指示が解除された地域の生活環境整備の加速と
ともに、産業集積や雇用創出等による住民帰還の促進や
新たな住民確保等の取り組みを推進します。また、帰還
困難区域においては「特定復興再生拠点区域」の避難指
示解除に向けて、家屋等の解体や除染、生活環境整備、
インフラ復旧等を加速し、新たなまちづくりを進めます。

●福島の避難指示等の対象となった被災12市町村にお
ける被災事業者、農林水産事業者に対しては、福島相双
復興官民合同チームによるきめ細やかな支援を継続し
ます。

●福島をはじめとする被災地域の農林水産業、観光業等
の風評払拭、放射線に関するリスクコミュニケーション
の強化と生業の再生支援等に全力で取り組みます。ま
た、水産物等の輸入規制を続ける国・地域に対して、規制
撤廃・緩和の取り組みの強化とともに、海外における風
評払拭等に全力で取り組みます。

●「福島イノベーション・コースト構想」を強力に推進し
福島再生の大きな原動力とし、活力あふれ、世界が瞠目
する福島の再生をめざします。また、企業誘致を加速し、
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地元企業とのマッチングの加速とともに、具体的な国の
支援策、浜通りの将来の産業発展、新たなまちづくりの
青写真を県内外に広く示し周知します。

●東京電力福島第一原発の廃炉・汚染水対策、中間貯蔵
施設の整備と除去土壌等の搬入、減容化等の適正な処理
については、国が前面に立って、迅速で分かりやすい進
捗状況等の情報発信とともに、安全かつ着実に取り組み
を推進します。

⑼ 熊本地震からの復興・再建
●被災者生活再建支援制度や熊本復興基金等を活用し
た自立再建の促進、災害公営住宅の整備等、恒久的な住
まいの確保に全力で取り組みます。宅地耐震化推進事業
や熊本復興基金を活用して、液状化や陥没、擁壁崩壊な
どの被災宅地の復旧・耐震化を推進します。また、高齢者
等への見守り体制の強化やコミュニティーの再建等の
支援を推進します。さらに、公共事業の影響などやむを
得ない理由で自立再建が困難な世帯については、応急仮
設住宅の入居期限のさらなる延長も検討します。

●阿蘇へのアクセスルートや鉄道の復旧、熊本復興の象
徴である熊本城の再建をはじめ、生活・住まいの再建、ま
ちの活性化、道路・港湾・空港等の公共インフラの整備、
中小・小規模事業者や観光業の再生など、地震発災前を
上回る発展へとつなげる「創造的復興」を強力に推進し
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ます。特に、「阿蘇くまもと空港」の創造的復興について
は、新ターミナルビルやアクセス鉄道の整備を推進する
とともに、町全体が甚大な被害を受けた益城町の復興ま
ちづくりについては、国の街路事業や土地区画整理事業、
都市防災総合推進事業など総力を挙げて推進し、地方負
担の最小化を図ります。

⑽ �昨年（2018年）、頻発した自然災害からの復旧・復興
の加速

●大阪府北部地震、西日本豪雨、北海道胆振東部地震、
台風21号等の昨年（2018年）、頻発した自然災害からの
復旧・復興に引き続き全力を挙げて取り組みます。

●被災者の方々、被災地にしっかりと寄り添い続けて、
生活・住まいの再建、産業・生業の再生、風評払拭に特段
の力を入れて、被災地域における多種多様な現場のニー
ズに即した柔軟かつきめ細やかな支援に取り組みます。
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誰もが輝く社会の実現へ──公明党
は、SDGsの“誰一人置き去りにしな
い”との理念を具体的な政策として
実行し、一人一人の多様性を認め、活
躍できる地域共生社会を構築しま
す。
さまざまなニーズやライフステージ
の変化に柔軟に対応できるよう、一
人一人に寄り添う伴走型の相談・支
援体制を講じるとともに、地域を基
盤とした福祉とまちづくりの連携を
進め、すべての人が生きがいを持っ
て生活できる環境を整備します。
また、AIやIoTなど新たな技術の進
展やSNSの利用拡大など社会状況
の変化を踏まえ、デジタルファース
ト社会の実現をめざすとともに、個
人情報の保護、消費者保護などの施
策を不断に見直します。
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⑴ 就職氷河期世代支援
●2040年に高齢期を迎える「就職氷河期世代」をはじめ
非正規雇用者の就労や生活の支援の強化、キャリア形成
支援の充実は今まさに官民挙げて取り組むべき最大の
課題です。このため、産業界等の幅広い参画を得た官民
協働の新たなスキームを創設します。

●一人一人の状況・課題に応じた能力開発メニューの充
実、インターンシップ等から就職、定着まで一貫したチ
ーム支援の実施、地域若者サポートステーションと生活
困窮者自立支援制度とのワンストップ型・アウトリーチ
型支援の強化、居場所型の就労準備支援事業の創設等福
祉との連携も含め、本人に寄り添い一人一人の希望を叶
えるための必要な支援策を講じます。



参院選 2019

120

⑵ 地域共生社会の実現
●「8050問題」（※）など、世帯の複合的なニーズやライ
フステージの変化に柔軟に対応できるよう、「断らない」
相談・伴走支援、多様な社会参加を実現する就労・居住支
援など、市町村が、既存制度の壁を越えて包括的な支援
を提供しやすくするための新たな仕組みの構築を図り
ます。
※「8050問題」…80歳代の親と50歳代の子どもの組み
合わせによる生活問題

●地域共生社会の実現に向けて、福祉とまちづくり、地
方創生との連携や、農福連携など、タテワリを超えた協
働を進め、多様な担い手の参画による地域活動の普及・
促進の取り組みを強化します。

●生活困窮者一人一人に寄り添う自立支援を実現する
ため、ワンストップの包括的な相談体制を拡充し、「就労
準備支援」や「家計改善支援」の推進、子どもの学習・生
活支援、住宅セーフティネットの充実、生活困窮者支援
に関わる人材の養成・質の向上等に取り組みます。

●ひきこもりの人とその家族を支え、社会復帰を後押し
する取り組みを強化します。特に、長期化・高齢化するひ
きこもりに対して、生活困窮者自立支援制度を支援の入
口として明確化し、早期に医療・福祉・教育・就労などの
適切な支援機関につなぐ体制を整備します。
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⑶ 障がい者施策の充実
●共生社会の実現のために、障がい者施策を見直ししつ
つ、必要に応じて、障害者基本法、障害者差別解消法、障
害者虐待防止法などの法制度の改正を行います。

●発達障がいを含めた障がいのある子どもが早期から
継続的に適切な教育や支援を受けられるよう、発達障が
い等の早期発見・早期療育支援、情報の適切な共有・引き
継ぎなど、関係機関の連携による乳幼児期から就労期ま
で一貫した支援の仕組みづくりを推進します。

●新生児聴覚スクリーニングにより、聴覚障がいのある
子どもを早期に人工内耳や補聴器などの適切な治療や
療育につなげる体制を整備します。また、聴覚障がいに
応じた人工内耳や補聴器の支援を行います。さらに、難
病による聴覚障がいに対する補装具の特例支給を推進
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します。

●さらなる就学支援が進むよう看護師の拡充とともに、
遠隔医療などICTの効果的活用を図ります。また医療的
ケア児・者の家族へのきめ細やかな支援を進めます。

●障がい者が安心し、生きがいを持って地域生活を送れ
るよう、グループホーム等の整備、在宅就労などの就労・
定着支援、発達障がい児・者の地域支援体制の強化に取
り組みます。

●障がい者等の社会参画のため、農業・福祉双方の連携
の発展に向けた環境の整備、専門人材の育成等を進め、
農福連携の全国的な推進を図ります。　

●2018年に成立した「障害者文化芸術推進法」に基づ
き、障がい者も地域のさまざまな場で幼少期から生涯に
わたり多様な文化芸術活動に全国的に参加できるよう、
鑑賞機会の拡大や創造活動・発表機会の拡大等の支援を
図ります。また、地域における相談体制の整備、人材の
育成・確保等の支援策を推進し、地域で能力を生かし「生
きがいを感じられる共生社会」の実現をめざします。

●障がい者が健常者と同様にスポーツに親しめるよう
な環境を整備し、共生社会の実現をめざします。各地域
の推進体制の整備、スポーツする機会の創出、場所・仲間
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の確保、負担軽減、指導者の確保、周囲の理解増進等、総
合的な対策を進めます。文部科学省、厚生労働省の連絡
会議を軸にスポーツを通じた健康増進を図るとともに、
総務省、国土交通省、法務省等関連する省庁との連携を
図ります。また、パラリンピック以外の障がい者スポー
ツの支援を拡充します。

●認知症の人等の大幅な増加や障がい者等のために、地
方自治体が、市民後見人を育成し担い手を確保できるよ
う研修等の支援を拡充するとともに、誰もが早期に成年
後見制度を利用できるよう、財政支援の拡充や体制整備
を図ります。そのために、家庭裁判所の必要な定員の確
保など体制整備を引き続き進めるとともに、家庭裁判所
が地方自治体、行政機関や成年後見実施の民間団体と連
携を図ることによって監督体制強化をめざします。

⑷ 女性が活躍できる社会へ
●すべての女性が輝き活躍できる社会をめざし、男性の
働き方・意識の変革、管理職を中心とした職場内の意識
改革や法令・制度の周知徹底等を図りつつ、長時間労働
を減らし、育児介護休業の取得を推進するなど、仕事と
子育てや介護が両立しやすい職場環境づくりを推進し
ます。

●新たに、女性活躍の基盤となる女性の健康を包括的に
支援する法律の早期制定をめざします。
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●各企業における女性活躍の状況を「見える化」し、多く
の企業が自発的に取り組むよう促進します。また、政治
分野、行政分野等における女性の参画拡大を推進しま
す。

●保育士・介護福祉士など介護従事者、障がい福祉サー
ビス等の従事者といった今後の福祉人材の確保のため、
賃金引き上げやキャリアアップ支援等の処遇改善や専
門性の確保など総合的な取り組みを進めます。

●保育人材や介護人材など潜在的な有資格者の再就業
促進を図るため、福祉人材センターにおける支援体制を
強化します。離職した潜在有資格者の登録制度の活用や
再就職準備金の貸付制度、短時間正社員制度の推進など
により、再就業を支援します。
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●困難を抱えている女性たちに必要な支援が届く仕組
みを構築するため、速やかに婦人保護事業の運用面にお
ける改善や事業の拡充を図るとともに、同事業の法的根
拠である売春防止法の見直しを含め法的な検討を加速
化します。併せて、SNSを活用した相談体制の拡充や、
児童相談所との連携強化を図ります。

⑸ 若者世代への支援の拡充
●若者世代の政治参加をさらに進めるため、被選挙権年
齢の引き下げをめざします。また、若者政策を担当する
大臣･部局の設置･明確化、審議会等への若者の登用、
「若者議会」の開催を推進します。

●若者世代がインターネットやSNS等において犯罪等
のトラブルに巻き込まれないようガイドラインの策定
や情報モラル教育の徹底、相談体制の整備などを推進し
ます。

●結婚の希望を叶えるため、広域的な出会いの場の提供
や相談体制の構築など、地域の実情に応じた結婚支援を
継続して着実に推進します。また、結婚に伴う新生活に
当たっての住宅に係る費用の補助など新婚世帯に対す
る経済的支援の充実に取り組みます。

⑹ 働く人のメンタルヘルス支援など
●パワハラ・セクハラなどハラスメントを許さない社会
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の実現をめざし、周知・啓発や指導・監督、被害を受けた
場合の相談体制の強化など、取引先・顧客等からのハラ
スメントや、フリーランス・就職活動中の学生へのセク
ハラ等も含め、あらゆるハラスメント防止対策を推進し
ます。

●職場でのメンタルヘルス・チェック体制の充実を図り、
産業医による面接指導や健康相談の確実な実施、担当者
等への研修などを推進します。

●うつ病などの精神疾患について、職場・地域における
早期発見・治療体制を強化するとともに、認知行動療法
や適切な薬物療法の普及を促進します。

⑺ �誰もが安全に暮らせるデジタルファースト社会の構
築

●住民票や戸籍など、すでに行政機関が保有する情報を
添付書類として改めて利用者に求めないよう、行政機関
同士の情報連携等により、行政手続のデジタル化を実現
します。また、署名や押印より精度の高い電子署名など
のデジタル技術を活用した本人確認の原則化を徹底し
ます。

●引越しや相続などの行政手続をスマートフォン等で
簡単に利用できるようにするため、地方自治体による行
政手続のオンライン利用率を向上します。加えて、行政
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手続の対象メニュー拡大や手数料の引き下げの検討な
ど、若者世代をはじめとする全世代が利用しやすい環境
を整備します。

●個人が企業に対し、自分の住所や氏名などの個人情報
の利用を止められる「利用停止権」を創設します。これ
により、個人がデータの使われ方をコントロールできる
仕組みを用意し、企業のデータ活用を進めつつ、不適切
な乱用を防ぐ体制を構築します。

●公正な競争環境の構築および消費者の利益保護のた
め、個人がサイトなどの利用履歴等のデータを他社に自
由に持ち運ぶことのできる「データポータビリティ」の
導入をめざします。

●利用者への情報提供・マンツーマンでの操作補助など
のソフト面と、情報システム・ツールの操作性の向上や
経済的事情等によりデバイスを所有できない方々への
対応などのハード面も含め、総合的なデジタル・デバイ
ド（情報格差）対策を講じます。一方で、幼少時からイン
ターネットやスマートフォンのある生活環境の中で育
ってきたデジタル・ネイティブ世代にも使いやすいシス
テムをめざします。

●視聴覚障がいをはじめとした障がい者の方が情報ア
クセスの機会を確保するため、必要な対策を講じます。
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また、外国人の方が適切な情報に到達できるよう、多言
語対応を促進するなど、誰もが安心して暮らせる社会を
めざします。

⑻ 消費者教育と消費者被害対策
●民法の改正により、2022年4月から、成人年齢が18歳
になることから、若者の消費者被害の拡大防止や自立支
援などを推進します。具体的には、学校教育をはじめと
した、若者に対する消費者教育を一層充実させるととも
に、知識や経験不足など合理的な判断ができない消費者
の契約取り消しを可能にする法整備に向けた検討を行
います。

●「オレオレ詐欺」や「架空請求」などの特殊詐欺対策に
ついて、取り締まりを強化するとともに、金融機関をは
じめとする関係事業者等と連携した被害防止対策に加
え、被害に遭いやすい高齢者のみならず、その子ども、孫
世代も対象として、家族や友人との日頃の連絡などによ
る詐欺被害予防を呼びかける広報啓発活動に取り組み、
官民一体となった予防活動を推進します。

⑼ 自殺防止対策の推進
●自殺対策の調査研究および活用を図る機関・体制を強
化し、地域レベルの実践的な取り組みを一層推進します。
特に、SOSの出し方教育やSNS相談体制の充実など、子
ども・若者の自殺予防対策を強化し、「誰も自殺に追い込
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まれることのない社会」の実現をめざします。

⑽ ギャンブル依存症対策の推進
●ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、依存
症対策全国拠点機関の体制強化を図るとともに、地域に
おける専門医療機関や治療拠点・相談拠点の整備を進め
ます。併せて、民間団体への支援、調査研究、普及啓発な
どにも取り組みます。

⑾ 犯罪防止対策と人権の擁護
●犯罪被害者の遺族や、重傷病や障がいが残った犯罪被
害者に対する犯罪被害者等給付金の拡充のため、2018
年に改正された犯罪被害給付制度を適切に運用するな
ど、犯罪被害者等に対する支援のより一層の充実を図り
ます。

●いわゆる「JKビジネス」やアダルトビデオ出演強要問
題の被害防止のために、教育・啓発の推進、違法なスカウ
ト行為の取り締まりの強化、相談体制の充実等を図りま
す。

●性犯罪の防止策に向けて、暴行脅迫（抗拒不能）を要件
とする強制性交等罪などの性犯罪について、被害の実態
把握のための調査研究や罰則の施行状況に関する調査
を着実に進めます。調査結果を踏まえ、より実態に即し
た運用改善、法改正をめざします。
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●何らかの事情で出生届を出さないために、戸籍がない
まま暮らさざるを得ない無戸籍者の救済に向け、嫡出否
認の訴えの要件の緩和をはじめ、無戸籍状態の解消、不
利益の軽減に向けた手続きの円滑化を推進するほか、新
たな無戸籍者を生み出さないための必要な法的措置を
講じます。

●夫婦の姓（氏）について、2015年の最高裁判決理由の
趣旨に鑑み、同姓または別姓の選択を認める選択的夫婦
別姓の導入の実現に向けて議論を進めます。

●ヘイトスピーチなど、本邦の域外にある国または地域
の出身であることを理由として行われる不当な差別的
言動を解消するため、人権教育および人権啓発等の取り
組みを強化します。

●安全・安心な社会を実現するため、満期釈放者を含め、
犯罪をした者の特性に応じ、就労支援をはじめとした息
の長い支援を強化します。また、保護司等の民間協力者
への支援など、再犯防止対策のさらなる推進を図ります。

⑿ 外国人が安心して暮らせる多文化共生社会の構築
●2019年4月から開始された特定技能制度の適正な運
用を確保するため、賃金の上昇や生産性の向上、国内人
材の確保に向けた取り組みを着実に進めます。また、一
元的相談窓口の設置や、受け入れ地域が大都市圏に過度
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に集中しないよう、適切な運用を図ります。

●悪質な仲介事業者の排除等を目的とした二国間の協
力覚書の作成等を推進します。また、技能実習制度につ
いても、実地検査の体制強化等により、引き続き、適正な
運用に努めます。

●留学生の適正な在籍管理を図るため、日本語教育機関
の告示基準を見直し、大学等教育機関の実態把握を行う
体制を強化します。また、各種届出のオンライン化やシ
ステムの整備構築を通じ、在留外国人の状況を正確に把
握することで在留管理の適正化を実現します。

●日本人と外国人がお互いに尊重し合える共生社会の
実現をめざすため、地方公共団体による一元的相談窓口
の整備を支援するとともに、「心のバリアフリー」の推進、
人権相談等の多言語対応とその周知を進めます。

●2018年１月に行った難民認定制度の運用の見直しに
基づく実施状況を踏まえ、引き続き同制度の適正な運用
を図るほか、第三国定住難民の受け入れの拡大を図るな
ど、体制整備を実施します。

⒀ 性的マイノリティーへの支援
●性的指向と性自認に対する理解の欠如に基づく差別、
偏見、不適切な取り扱いを解消、多様性を認める社会の
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実現のために、性的指向と性自認に関する理解増進法
（仮称）の制定をめざします。

●性的マイノリティーに対する啓発、相談体制の充実、
就活・職場におけるハラスメント対策、学校におけるき
め細やかな対応の推進、自治体パートナーシップ認定制
度など地方自治体における取り組みを推進します。性同
一性障害特例法の見直しを含め、ホルモン療法の保険適
用化など性同一性障害の当事者が抱える困難の解消を
図ります。

⒁ 司法制度改革
●「民事司法制度改革推進に関する関係府省連絡会議」
を司令塔として、総合法律支援の充実強化、民事裁判手
続のIT化等、国民に身近で頼りがいのある司法制度への
改革に向けた取り組みを推進します。

●裁判員制度の参加意欲の向上に向け、精神的負担感の
軽減や勤務先における休暇制度など、参加しやすい環境
整備の推進を図ります。
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米国・中国・ロシア・韓国との外交関
係を強化します。また、TPP11およ
び日EU・EPAの着実な実施やRCEP
（東アジア地域包括的経済連携）の早
期妥結などを通じて経済外交を推し
進めるとともに、核兵器廃絶、人間の
安全保障の推進などといった国際貢
献にも積極的に取り組みます。さら
に、国際テロやサイバー攻撃を未然
に防ぐ対策の充実を図ります。
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⑴ 北朝鮮問題への対応
●日朝平壌宣言に基づき、核、ミサイル、そして何よりも
重要な拉致問題を解決し、不幸な過去を清算して、日朝
国交正常化の実現をめざします。具体的には、北朝鮮に
よるすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道
ミサイルの完全で検証可能、かつ、不可逆的な方法での
廃棄の実現に向け、日米、日米韓三カ国で協力し、中国、
ロシアを含む国際社会と緊密に連携を図ります。また、
拉致問題の解決に向けて、わが国自身が主体的に取り組
み、あらゆるチャンスを逃すことなく、一日も早い全拉
致被害者の帰国をめざします。
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⑵ �「人間の安全保障」の理念の下での持続可能な開発目
標（SDGs）の達成に向けた協力等

●貧困や飢餓などの脅威から人々を守る「人間の安全保
障」の理念に立脚したSDGsがめざす「誰一人取り残さ
ない」社会の実現は重要な課題です。「人間の安全保障」
の理念に基づき、世界の「国づくり」と「人づくり」に貢
献します。具体的には、2019年G20大阪サミットでの
成果や８月のTICAD7（第７回アフリカ開発会議）におい
て、質の高いインフラ、防災、海洋プラスチックごみ対
策、気候変動、女性、保健、教育等を取り上げ、国際社会
における取り組みをリードするとともに、９月の国連総
会の際に開催される初のSDGs首脳級会合において、こ
れらの成果や日本国内の取り組みを世界に向けて発信
します。

⑶「核兵器のない世界」へ向けての取り組み
●唯一の戦争被爆国として、核兵器の非人道性とともに
厳しい安全保障環境に対する冷静な認識の下、核兵器国
と非核兵器国の双方の協力を得ながら、核兵器のない世
界に向けて着実に近づいていく現実的かつ実践的な取
り組みを積み重ねていきます。具体的には、核兵器国を
中心として、核軍縮の機運が低下している現状を転換す
るため、発効50年の中で迎える2020年NPT（核兵器不
拡散条約）運用検討会議の冒頭で、同条約第６条の核軍
縮義務の履行を再確認する閣僚会合の提案を日本とし
て行います。加えて、CTBT（包括的核実験禁止条約）の
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発効促進、FMCT（核兵器用核分裂性物質生産禁止条約）
の交渉開始等に向けて積極的に取り組みます。

●「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」の継続開
催とともに、実効性を持たせる形で発展させることや日
本とオーストラリアが主導して立ち上げたNPDI（軍縮・
不拡散イニシアティブ）の枠組み等を通じて、核兵器の
ない世界の実現に向け国際社会が一致して取り組むこ
とのできる共通の基盤の形成に貢献します。

⑷ 日米同盟の強化
●日米同盟は、日本外交・安全保障の基軸です。日本を
取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米同盟
の重要性は一層高まっています。引き続き、平和安全法
制に基づく適正な運用を積み重ねながら、日米同盟の強
化を図りつつ、情報収集・警戒監視、ミサイル防衛、海洋
安全保障や宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域
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等、広範な分野での緊密な協力を通じて平時から緊急事
態までの切れ目のない体制を強化し、抑止力および対処
力を高めます。また、「自由で開かれたインド太平洋」の
実現に向け、互いに緊密に協力し、地域や世界の平和と
繁栄に積極的に貢献します。

●在日米軍専用施設の７割以上が集中する沖縄の基地
負担軽減は喫緊の課題です。厳しさを増す安全保障環境
を踏まえながら、日米同盟の抑止力を維持しつつ、日米
で合意されている嘉手納以南の土地返還計画の加速化
や訓練の県外分散移転の着実な実施、在日米軍の再編等
を通じて、目に見える形での負担軽減を実現します。ま
た、日米合同委員会合意に基づき運用されている凶悪犯
に関する起訴前身柄拘束移転の日米地位協定明記の検
討や、基地周辺自治体と基地司令官等の定期協議の開
催、また日本側の基地への立ち入り権の確立などを推進
し、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求していきま
す。

⑸ 中国、韓国、ロシア等の近隣諸国との関係強化
●日中関係は、最も重要な二国間関係の一つであり、大
局的な観点から中国との安定的な関係構築は極めて重
要です。そのため、継続的な首脳会談をはじめハイレベ
ル交流などを活発化させるとともに、議員交流、青少年
交流などの人的交流や経済、環境などさまざまな分野の
実務的協力を進め、戦略的互恵関係を発展させます。
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●東シナ海における中国による一方的な現状変更の試
みは断じて認められず、国際法に則った対応を求めてい
くとともに、引き続き、冷静かつ毅然とした対応を行い
ます。

●日韓関係は、旧朝鮮半島出身労働者問題に関する韓国
大法院判決や「和解・癒やし財団」の解散に向けた動き
等、韓国側の否定的な動きによって、かつてないほど非
常に厳しい状況に直面しています。これらの問題に関し
て、議会交流等での対話を維持しつつ、日韓請求権・経済
協力協定や日韓合意に基づき、韓国側に対し、適切な対
応を求めます。

●日露両国がアジア太平洋地域のパートナーとしての
関係を発展させていくことは、日本の国益のみならず、
地域の平和と繁栄にとって重要です。そのため、政治、経
済、安全保障面の対話と協力や、文化・人的交流等を推
進します。また、北方四島における共同経済活動の実現
に向けた取り組みや、航空機墓参を含む元島民の方々の
人道的措置等、首脳間での合意を着実に進展させます。
領土問題を解決し、平和条約締結をめざします。

●地理的に近く歴史的に深い関係があるアジア太平洋
地域とは、地域の平和と発展を共にめざすとの立場から
協力を進めます。そのために、基本的価値と戦略的利益
を共有するパートナー各国との関係を一層強化します。
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ASEAN諸国のインフラの整備と人材育成についての協
力を強化し、南西アジア地域との関係も深めます。

⑹ LAWS開発規制に関する国際的議論への貢献
●有意な人間の関与なしにAIが自律的に攻撃目標を捕
捉・選択し、攻撃を実行するLAWS（Lethal Autonomous 
Weapons Systems=自律型致死兵器システム）の開発
規制については、これまでのCCW（特定通常兵器禁止条
約）での議論や2018年11月の報告書、2019年３月の
CCW政府専門家会合での議論を踏まえ、将来的に
LAWS開発規制に関する法的拘束力のある文書を策定
することを排除しない形で、政治宣言や行為規範等の具
体的な成果文書をCCWで合意することをめざします。
また、わが国の安全保障の観点も考慮しつつ、引き続き
国際的なルール作りに積極的かつ建設的に参加します。

⑺ 貿易・投資に関する協定などの推進
●FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）構想の実現も視野
に、TPP11および日EU・EPAの着実な実施とともに、
TPP11への参加国・地域の拡大に向けた議論を主導しま
す。また、RCEP、日中韓FTA（自由貿易協定）等について
も、質の高い協定の早期妥結をめざします。さらに、投
資関連協定の交渉を促進し、日本企業の海外進出を後押
しします。加えて、アジアを中心とした産業保安体制構
築支援等を行うとともに、政府補助金ルールの改革やデ
ータ流通を含む電子商取引のルール作りへの対応など、
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WTO改革を主導します。

⑻ テロ対策、サイバーセキュリティの確保など
●国際テロやサイバー攻撃を未然に防ぐため、関係省庁
や外国の治安情報機関と連携し、情報収集・分析の強化
に一層強力に取り組みます。また、サイバーセキュリテ
ィ対策として、重要インフラサービスの防御体制とリス
クマネジメントの強化を促進します。IoT機器を狙った
大規模なサイバー攻撃の対策も推進します。

●2020東京大会までに、「世界一安全な国・日本」をめざ
し、テロ対策の一層の充実に取り組みます。重要施設や
多くの人が集まる場所の警戒警備やテロリストの入国
を未然に防ぐための水際対策などを強化します。

●2020東京大会に当たっては、大会期間中のサイバー
攻撃等の情報を重要サービス事業者等と情報共有し、事



公明党の主な政策

141

案発生時には関係機関と連携して対応する中核的な組
織となる「サイバーセキュリティ対処調整センター」の
運用体制の確立を図ることが重要です。また、大会の万
全を期すため、官民の多様な主体が連携し、サイバーセ
キュリティに関する施策の推進に係る協議を行うため
の体制構築をめざします。

●「サイバーセキュリティ戦略」に基づいて、情報共有体
制の構築、人材育成・確保、国民に対する情報発信、
2020東京大会に向けた対策を促進します。

●重要インフラサービスを安全かつ持続的に提供する
ため、防御体制の強化と事業者によるリスクマネジメン
トを強化・促進します。特に、2020東京大会で重要サー
ビスを提供する事業者等におけるリスクマネジメント
を促進するとともに、リスクの確認・対策および横断的
なリスク評価の推進を図ります。2020東京大会に向け
て整備した仕組み、運用経験、ノウハウをレガシーとし
て、大会以降のサイバーセキュリティ強化に活用します。

●ネットバンキングにおける不正事案等への対処や子
どものネット犯罪被害防止対策などのサイバー空間の
脅威への総合対策について、実態把握・情報収集の強化、
人材育成・確保、国際連携、産官学民の連携・協力を促進
しつつ、サイバーセキュリティの抜本的な強化を図りま
す。
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●急速に普及が進むIoTに対応できるよう、セキュリテ
ィを担保するための技術基準や仕様等を早急に検討し、
乗っ取りや情報流出などが疑われるIoT機器が国内で流
通しない体制を整備するなど、本格的なIoT社会の到来
を見据えたサイバーセキュリティ対策を推進する体制
を強化します。

●サイバー攻撃に悪用されるおそれのあるIoT機器の調
査・注意喚起を行う「NOTICE」の取り組みなど、IoTへの
信頼を支えるサイバーセキュリティ対策を強化します。

●ナショナルサイバートレーニングセンターをさらに
活用し、サイバーセキュリティ人材の輩出を迅速に推進
します。
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近年、年間平均気温は世界的に上昇
傾向にあり、深刻な自然災害も相次
いでいます。地球温暖化対策は、官
民問わず国を挙げて取り組むべき喫
緊の課題です。「環境の党」である公
明党がそのリード役を果たし、当面
の目標であるわが国の温室効果ガス
2030年度26％削減（2013年度比）
を確実に達成するため、徹底した省
エネや再生可能エネルギー導入等を
推進します。
また、世界的課題となっている海洋
プラスチックごみ問題については、
海洋プラスチックごみを含む海洋ご
み対策を推進しつつ、プラスチック
の3R（リデュース、リユース、リサイ
クル）の推進を強力に進めます。官民
を挙げた食品ロス削減国民運動も後
押しします。
さらに、動物虐待を防止する取り組
みを強化するとともに、「愛玩動物看
護師」の公的資格化を促進します。
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⑴ 新たな成長につながる気候変動対策を強力に推進
●「パリ協定」で国際社会に約束したわが国の温室効果
ガス2030年度26％削減を確実に達成するため、徹底し
た省エネと再生可能エネルギーの最大限の導入をはじ
めとする地球温暖化対策計画の着実な実施を推進しま
す。さらに、「パリ協定長期成長戦略」の下、技術、社会経
済システムとライフスタイルを含めた非連続なイノベ
ーションによって環境と成長の好循環を実現し、2050
年80％削減、そして今世紀後半のできるだけ早期に脱炭
素社会の実現をめざします。温室効果ガスの大幅削減に
つながるイノベーションを進めるため、コスト等の明確
な目標設定、官民リソースの最大限の投入、国内外の英
知の結集、ビジネスにつながる支援の強化等を行います。
こうしたことを通じて、世界全体で気候変動対策を大き
く進めることができるよう、リーダーシップを発揮して
いきます。

●脱炭素とSDGsを実現した持続可能な社会である「地
域循環共生圏」の創成に向けた取り組みを通じて、地域
に雇用と投資を生み出し、地域社会の活性化へとつなげ
ていきます。こうした観点から、太陽光、風力、水力、地
熱、バイオマス等の再生可能エネルギーの地域資源を活
用した取り組みを強力に支援し、地域分散型エネルギー
システムの構築・拡大を促進します。民生部門での省エ
ネをさらに推し進めるため、ZEHとZEB（ネットゼロ・
エネルギー・ビル）の普及を一層促進するほか、行動科学
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を応用したナッジや分散型台帳（ブロックチェーン）技
術の活用とともに、“COOL CHOICE”を推進していきま
す。さらに、脱炭素社会・SDGsの実現に向けて資金の流
れを太くするためESG（環境、社会、企業統治）金融を強
力に推進するとともに、脱炭素経営に取り組む企業を積
極的に支援します。

●メガソーラーに係る環境アセスメントの実施、地域の
防災・減災にも貢献する再生可能エネルギー等の導入促
進や使用済み太陽光パネルのリサイクルの推進等によ
り、地域と共生し、環境と調和した再生可能エネルギー
を導入します。

●カーボンプライシング（炭素の価格化）について、国際
的な動向や日本の事情、産業の国際競争力への影響など
を踏まえた専門的・技術的な議論を進めます。石炭火力
発電について環境アセスメントを厳格に運用します。

●今後、「パリ協定」の実施が本格的に始まり、途上国に
おいても排出削減が進められることから、日本が世界に
誇る優れた脱炭素技術、インフラ等の海外展開を通じて、
日本企業の脱炭素技術等の世界市場拡大を図り、「パリ
協定」で位置付けられたJCM（二国間クレジット制度）を
積極的に活用し、わが国の削減目標達成とともに、地球
規模での排出削減にも貢献します。
●オゾン層を破壊し、地球温暖化に深刻な影響をもたら
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すフロン類について、代替フロンに代わるグリーン冷媒
と、それを活用した機器の開発・導入を進めて冷媒転換
を促進するとともに、機器使用時の漏えい対策やフロン
排出抑制法の改正を通じて機器廃棄時のフロン回収を
徹底し、上流から下流までの総合的なフロン排出抑制対
策を進めます。また、日本の優れた冷凍空調技術・制度の
国際展開を推進し、世界の温室効果ガス削減に貢献しま
す。

●気候変動の影響に対処するため、2018年に施行され
た気候変動適応法に基づき、農林水産業・防災・生態系・
熱中症対策などの適応策を推進します。気候変動に関す
る知見の充実や情報基盤の整備を進め、地方公共団体や
企業の取り組みを支援することにより、強靭な地域づく
りや地域社会・経済の健全な発展、適応ビジネスの展開
につなげます。

⑵ 資源循環の戦略的展開
●生活の根幹となる社会インフラである一般廃棄物処
理施設の早急かつ適切な更新を確実に進めます。浄化槽
の整備については、浄化槽法の改正を踏まえて、宅内配
管工事を含めた単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ
の転換、浄化槽処理促進区域における共同浄化槽を含め
た公共浄化槽の整備、最高水準の省エネ型浄化槽の普
及、さらに法定検査等の結果を反映した浄化槽台帳の活
用による浄化槽の管理の向上を促進します。
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●家電、自動車、容器包装等のリサイクルの高度化を進
めるとともに、「都市鉱山からつくる！みんなのメダル
プロジェクト」を通じて得た成果を2020東京大会のい
わゆる「レガシー」として活用し、小型家電リサイクルの
普及促進を実施することで、家庭に眠る希少金属資源等
のリサイクルを社会に定着させていきます。また、AI、
IoT等のデジタル技術を活用した革新的な資源循環（3R）
ビジネスの創成・普及を推進します。

●アジア、アフリカ等の増大する廃棄物に対応するため、
リサイクル設備、浄化槽、廃棄物発電などのわが国企業
が有する高度な処理技術、システム等の海外展開を政府
間協力や自治体間連携と併せて戦略的に推進し、制度・
運営・技術協力等をパッケージとした循環産業の国際展
開を進めます。

⑶ 海洋プラスチックごみ対策の推進
●海洋プラスチックごみに関する国際的な議論、中国を
はじめアジア各国による輸入規制も踏まえ、「プラスチ
ック資源循環戦略」に基づき、国内資源循環の深化、海
洋プラスチックごみ対策を進めます。ワンウェイプラス
チックの削減や分別回収・リサイクル、生分解性プラス
チック・再生材の導入促進等の3Rを推進するとともに、
マイクロビーズの徹底削減等によるマイクロプラスチ
ックの発生抑制を進めます。「海岸漂着物等処理推進法」
に基づき、海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）の回収・処理
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や発生抑制対策を推進するため、地方自治体への必要な
財政措置を行います。2019年G20大阪サミットを踏ま
え、新興国や途上国を巻き込んだごみ回収処理システム
の構築や廃棄物処理の技術移転等を行い、実効性のある
海洋プラスチックごみ対策を推進します。わが国発の技
術・イノベーション、ソフト・ハードの環境インフラをア
ジア地域から世界に広げ、地球規模での資源・廃棄物制
約の克服、海洋プラスチックごみの発生抑制に貢献しつ
つ、新たな成長の源泉としていきます。

⑷ 食品ロス削減国民運動のさらなる推進
●SDGsを踏まえた食品ロス削減目標の達成に向けて、
公明党の推進で2019年に成立した「食品ロス削減推進
法」に基づき、「食べきり運動」や「3010運動」などの消
費者への積極的な普及啓発と食育の推進を行うととも
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に、サプライチェーン全体での取り組みによる食品ロス
削減や、フードバンクの活用を通じた未利用食品の有効
活用など、官民を挙げた食品ロス削減国民運動のさらな
る推進を図ります。

⑸ 魅力ある自然の保全と活用、生物多様性の確保
●国立公園を訪れる訪日外国人客を2020年までに
1,000万人に倍増することをめざす「国立公園満喫プロ
ジェクト」について、先行する国立公園の取り組みを強
力に推進し、その他の国立公園に全国展開します。外国
人客向けツアーの充実や海外への強力な情報発信、魅力
あふれるビジターセンターの再整備など、外国人観光客
が利用しやすい環境整備を進めます。併せて、国立公園
内と、その周辺の温泉地の魅力を向上させることにより、
国立公園満喫プロジェクトとの相乗効果を生み出しま
す。

●改正自然環境保全法に基づき、沖合の区域において海
洋保護区の設定を進め、海底の形質を変更するおそれの
ある行為の規制等を通じ、海洋環境の保全を進めます。

●人体や生態系などに被害を及ぼす外来種の対策を強
化します。特に、ヒアリへの対策についてはヒアリの正
確な知識の周知徹底などの対策を図るほか、水際対策等
について関係省庁や自治体、関係事業者と連携体制を強
化します。
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●2020年までの生物多様性分野の世界目標である「愛
知目標」の達成と、2020年の生物多様性条約第15回締
約国会議で決定される予定の次期世界目標の策定に向
けた取り組みを一層強化します。

⑹ �動物愛護の推進、「愛玩動物看護師」制度の円滑な実
施

●改正動物愛護法の施行に向け、動物の健康と安全の視
点に立って順守基準を具体化し、動物取扱業の適正化を
図るとともに、必要な規制強化について検討を行います。
また、動物虐待の厳罰化を受け、警察や地方自治体が連
携して動物虐待を防止する取り組みを強化します。また、
犬猫等の殺処分ゼロに向け、福祉部局と連携した多頭飼
育崩壊への対応や地域猫活動への支援等、地方自治体の
体制強化を図ります。マイクロチップの装着義務化に当
たっては、販売等される動物のトレーサビリティ（履歴
管理）が確保される仕組みを構築します。さらに、災害時
におけるペットの同行避難などのペット対策を進めま
す。

●犬猫等、愛玩動物に関する獣医療の普及と向上、愛玩
動物の適正な飼育に寄与するため、公的資格化された
「愛玩動物看護師」制度の円滑な実施と、愛玩動物看護
師のさらなる活躍の促進に向けた取り組みを進めます。
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⑺ 安全な環境基盤の整備
●公害の原点ともいわれる水俣病をはじめとする公害
健康被害者やアスベスト（石綿）健康被害者の確実な救
済に全力を尽くします。アスベスト飛散防止対策の総合
的な検討を進めるとともに、喘息や気管支炎などの呼吸
器系疾患等の健康影響が懸念される微小粒子状物質
(PM2.5)対策を着実に進めます。

●安心・安全な子育てに役立つエコチル調査を計画的に
実施するとともに、化学物質による環境リスクの低減に
向けた取り組みを推進します。
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⑧
政
治
改
革
と
行
財
政
改
革

⑴ 国会議員歳費を10％削減！
●10月からの消費税率10％への引
き上げで、国民に負担をお願いする
今こそ、国会議員自らが、痛みを伴う
「身を切る改革」を断行し、その覚悟
を示すべきです。公明党は国会議員
歳費を10％削減します。

⑵ �政治資金規正法の監督責任の強
化

●政治資金規正法を改正し、秘書な
ど会計責任者への政治家の監督責任
を強化します。会計責任者が政治資
金収支報告書の虚偽記載などの違法
行為を行い、議員が相当の注意を怠
った場合、公民権を停止し失職させ
ることができるようにします。

⑶ �政府の業務における不正・ミスゼ
ロ政策およびマネジメント改革

●行政機関の機能の強化と業務の効
率化を進めるため、各府省庁におけ
るPDCAサイクルをより有効に機能
させます。また、政策評価と行政事業
レビューを徹底的に実施するととも
に、重要な行政事務については外部
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によるチェック機能を強化し、政府の業務における不正・
ミスゼロとマネジメントの質の向上につながる改革を
進めます。その上で、行政の事務事業と予算・決算に関し
て、データを使った「見える化」と情報公開を行います。
加えて、2020年4月から実施される都道府県および政令
指定都市における内部統制制度を円滑に導入し、地方公
共団体での適切な業務の遂行を確立します。さらに、会
計検査院による検査と総務省行政評価局による行政評
価の連携を強化し、より網羅的かつ効率的なチェック体
制を構築します。

⑷ 公会計改革と財政の見える化
●行政の事務事業と予算・決算について、複式簿記・発生
主義といった企業会計の考え方や手法を活用し、国全体
や地方公共団体全体の財政状況や、個別事業ごとのフル
コスト情報等の「見える化」とその活用を推進します。

⑸ �地方公共団体のデジタル化と地方のICTインフラ整
備の促進

●地域の分野横断的な課題解決や地域活性化を図るた
めにも、地方公共団体のデジタル化・行政手続のオンラ
イン化に係る優遇措置を設け、全自治体における普及促
進を図るとともに、地方公共団体向けの研修等、ソフト
面のサポートを適切に推進します。
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⑹ �公的データプラットフォーム
によるリアルデータの活用

●製造メーカーや医療圏域ごと
によって異なるシステムのデー
タの流通や共有を可能とする公
的データプラットフォーム（公
的データ交換システム）を官民
の連携により構築し、自動車産
業等の製造業や健康・医療・介
護産業などで収集される「リア
ルデータ」の利活用を促進しま
す。

⑺ �情報システム予算・調達の一元化による行政コストの
削減

●行政のデジタル化に当たっては、必要な専門人材の育
成や確保に努めるとともに、予算・調達の一元化に必要
な組織の設置を検討し、省庁ごとに進められている情報
システム予算・調達を政府で一元化し、行政の効率化と
調達コストの削減を図ります。

⑻ 行政サービスの向上と効率化
●マイナンバーカードの交付率向上を図るとともに、マ
イナンバー制度を活用した幅広い分野の行政サービス
を、国民自らがいつでも簡単にワンストップで利用でき
るように利便性向上を図ります。
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●プライバシー等に配慮しつつマイナンバー制度を活
用した戸籍情報の連携や戸籍証明書の電子交付を進め、
結婚や死亡・相続などのライフイベントごとに負担とな
っていた煩雑な行政手続を大幅に簡素化します。

●国の行政機関等の公文書管理を厳格化し、国民への適
切な情報公開体制の整備を図ります。また、電子的管理
にすることを基本とし、利便性・効率性の向上を図ると
ともに、機密保持や改ざん防止を図ります。

⑼ 行政のデジタル化に当たっての安全対策の強化
●行政のデジタル化を進めるに当たっては、サイバー攻
撃による情報の改ざん漏えい、不正使用などを防ぎ、個
人情報の保護を徹底するために、技術動向に応じた必要
な安全対策を講じ、国・地方公共団体だけでなく民間事
業者も含めた連携の強化と継続的な技術支援を行いま
す。

●災害時の業務の継続性を確保するために、停電等が起
こる可能性を考慮しての代替電源の確保やデータのバ
ックアップ体制を整備します。
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　　　基本的考え方　　　

施行72年となる日本国憲法を高く評価
しています。戦後民主主義の基盤を構築
し、平和国家として国際社会からの信頼
を広げた優れた憲法です。とくに国民主
権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の
３原理は、普遍の原理として、将来とも
堅持します。
しかし憲法も法規範であり、改正を否定
するものではありません。憲法施行時に
は想定されなかった新しい価値観、理念
や、憲法改正でしか解決できない課題が
明らかになれば、現行憲法の基本を維持
した上で、必要な規定を付け加える（加
憲）ことによって改正することを考えて
います。
例えば、次世代に良好な地球環境を引き
継ぐための「地球環境保全の責務」を規
定すべきかどうか、また国難ともいうべ
き大災害時に国会議員の任期延長の特
例を設けるべきかどうかなどは、今後議
論を深めていくべき項目だと考えてい
ます。

日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
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　　　憲法９条　　　

憲法９条については、現行の１項（戦争の放棄）、２項（戦
力の不保持）は、今後とも堅持します。戦後、９条の下で
「専守防衛」の理念が果たした役割はたいへんに大きい
ものがあったと考えます。
一方、一部にある自衛隊違憲論を払拭するため、憲法９
条１項２項を維持したまま、別の条項で自衛隊の存在を
憲法上明記するとの意見があります。しかし、多くの国
民は現在の自衛隊の活動を理解し、支持しており、違憲
の存在とは考えてはいません。
４年前に成立した平和安全法制は、９条の下での自衛の
措置の限界（新３要件）を明確にしました。この法整備に
より、現下の厳しさを増す安全保障環境にあっても、平
時から有事に至るまでの隙間のない安全確保が可能と
なり、わが国防衛のための日米防衛協力がより強固にな
ったと考えています。今後、慎重に議論されるべきです。



参院選 2019

158

　　　国民投票　　　

現在、国会に提出されている憲法改正国民投票法改正案
は、既に実施されている投票環境向上のための公職選挙
法改正と同様の規定整備を行うものです。与野党にも異
論のないものですから、早期の成立を図るべきです。一
方、政党等による国民投票運動期間中のテレビ、ラジオ
等での有料広告規制については、表現の自由と国民の知
る権利をできる限り尊重すべきとの立場からは、国民投
票運動の公正、公平の確保という観点からの必要最小限
度の規制であるべきと考えます。
国会で発議された憲法改正案は、国民投票によってその
是非が決せられます。したがって、何よりも国会での憲
法論議の過程から国民の理解と関心が得られるように
しなければなりません。そのため、両議院の憲法審査会
を中心に、丁寧かつ冷静な論議を積み重ね、できるだけ
多くの政党の合意形成が図られるよう努めてまいりま
す。
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